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公判(＋民懇)2012.4.27金＠本郷弥生総合棟505  
最判平成二一年一二月一〇日民集六三巻一〇号二五一六頁 

遺産分割協議に国税徴収法三九条が適用される 
立教大学法学部 浅妻章如 

 
Ⅰ 事実関係 
 Ｂは平成十七年五月二十日に死亡した。Ｂの相続人は、Ｂの夫であるＡ並びにＡとＢの長男であ

るＸ（長男・控訴人・上告人）及び次男であるＣの三名（以下、併せて「本件相続人ら」という）であっ

た。Ａ・Ｘ・Ｃは、平成十七年六月九日、亡Ｂの二億〇一八九漫三七九四円の遺産について分割

の協議（以下「本件遺産分割協議」という）をした。Ａは法定相続分（二分の一：民法九〇〇条一号）

を下回る合計一九九四万一五二〇円相当の財産を取得した。Ｘは法定相続分（四分の一）を上

回る合計一億二七九〇万一九一八円相当の財産を取得した。Ａは、本件遺産分割協議におい

て、その滞納に係る国税の徴収を免れるとともに、Ａの近くに居住してその面倒を見てくれるＸに

多くの財産を取得させることを意図していた。 
 本件相続人らは、平成一八年三月二二日、高崎税務署長に対し、本件被相続人の相続に係る

相続税の申告書を提出した。 
 平成一八年六月一九日現在、Ａは既に納付期限を経過した十一億六七七八万三四九七円の

国税を滞納していた。同日、関東信越国税局長は、本件遺産分割協議は国税徴収法（以下「徴

収法」という）三九条にいう第三者に利益を与える処分に当たり、Ｘはこれにより六七四八万四五

二三円の利益（Ｘが法定相続分を超えて取得した相続財産の価額七七四二万八四七〇円から、

債務及び葬儀費用の二六三万七四五〇円、相続税の七二五万四一三三円、並びに登録免許

税の五万二三六四円を控除した残額1

 Ｘは、平成一八年八月九日、国税不服審判所に対し、審査請求を申し立てたが、平成一九年四

月一三日、棄却する旨の裁決を受けた。Ｘは、平成一九年五月九日、Ｙ（国・被告・被控訴人・被

上告人）に対し提訴した。原々審東京地判平成一九年一〇月一九日民集六三巻一〇号二五三

一頁はＸの請求を棄却した。原審東京高判平成二〇年二月二七日民集六三巻一〇号二五六〇

頁はＸの控訴を棄却した。Ｘは上告受理申立をした。 

）を受けたとして、Ｘに対し、Ａの滞納に係る国税の第二次

納税義務の告知処分（以下「本件告知処分」という）をした。 

 
 原々審以来の争点は次の三点である。 
 争点一：遺産分割協議が徴収法三九条にいう「その他第三者に利益を与える処分」に該当し得

るか。 
 争点二：遺産分割協議に徴収法三九条が適用される場合に「詐害の意思」が要件となるか。 
 争点三：本件遺産分割協議が徴収法三九条にいう「その他第三者に利益を与える処分」に該当

するか。 
 
 Ｘは次のように主張した。 
 争点一について。遺産分割協議は、基本通達三九条関係三「法第三九条の『譲渡』とは、贈与、

特定遺贈、売買、交換、債権譲渡、出資、代物弁済等による財産権の移転をいい、相続2

                                                 
1 国税徴収法基本通達（以下「基本通達」という）三九条関係一一及び一五参照。 

等の一

般承継によるものを含まない。」に該当せず、また徴収法三九条「その他第三者に利益を与える処

分」にも該当しない。民法四二四条詐害行為取消権は、債務者が積極的に固有の財産を他に譲

渡する等することを抑止するものである一方、債務者が消極的に他から資産を取得しない場合に

取得を強制できるものではない[傍線：浅妻]。民法四二四条は相続放棄や遺産分割といった身分

2 この「相続」は滞納者が被相続人である場面を想定していると原々審でも述べられており、それ以上論ずる価

値はないので、本評釈では無視する。 
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行為には適用できない。民法四二四条と同様の効果を徴税の便宜のために裁判所での訴えによ

ることなく税務官署の一方的な告知処分で可能にする徴収法三九条について、民法四二四条の

適用範囲を越えて身分行為にまで適用する余地はない。基本通達三九条関係五に「法第三九条

の『その他第三者に利益を与える処分』とは、譲渡、債務の免除以外の処分のうち、滞納者の積

極財産の減少の結果（滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果によ

るものを除く。）、第三者に利益を与えることとなる処分をい」うと規定されているところ3

 争点二について。民法四二四条において「詐害の意思」が必要であることと別意に解すべき理

由も必要もない。「詐害の意思」があることの立証責任は徴税者にある。 

、滞納者の

身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果によるものは、「その他第三者に利益

を与えることとなる処分」に当たらない。 

 争点三について。最平一一・六・一一4の事案は、「詐害の意思」の存在が明白な事案であった。

また、「取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要

し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しない」[傍線：浅妻]と判示した最昭四九・

九・二〇5

 Ｘの主張は控訴審・上告申立理由においても大きくは変わっていないと読める

は最平一一・六・一一でも否定されていない。二つの最高裁判決を統一的に解釈すれ

ば、遺産分割協議は、積極的に債務者の財産を減少させる行為と評価し得るものであって初めて

詐害行為取消権の対象となる。また、民法九〇六条が「遺産に属する物又は権利の種類及び性

質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをす

る」と規定しているところ、債権者の意思だけで、法定相続分まで機械的に取り戻すことを許すとい

うのは、民法九〇六条の遺産分割に関する諸事情を考慮してすべきであるという要請を無視する

ものであって、条文に違背した越権の行為である。債務者が相続放棄をした場合、債権者は相続

財産について何ら引当てにすることはできない一方で、法定相続分より少ない財産取得をする遺

産分割協議をした途端、詐害行為取消権なり徴収法三九条により債務者たる相続人の法定相続

分まで相続財産を引当てにすることができるというのは、国家が相続人をして法定相続分どおりの

遺産分割を強制するのと同一の結果を招き、民法九〇六条を無視する結果となる。Ａは八一歳と

高齢であり、子供たちに、経済的にも肉体的にも精神的にも扶養されて生活を維持していくしかな

い。Ａの近くに住むＸに相続してもらい、Ｘの余力で扶養を受けたいと切望することは、人の情けと

して当然のことである。また、Ｘが取得した相続財産は、Ｘが代表取締役を務める中古自動車販売

会社が使用している不動産やほとんど無価値の山林などであり、Ａが取得する必然性はなく、Ｘの

会社と密接な関係のある財産である。従って、仮に遺産分割協議に徴収法三九条が適用される

場合があるとしても、本件告知処分は違法である。 
6

 
。 

 Ｙは次のように主張した。 
 争点一について。納税者が国税の差押えを免れるためその財産を譲渡した場合において、そ

の譲渡が民法四二三条（債権者代位権）及び四二四条（詐害行為取消権）の規定を国税の徴収

に関して準用すると規定する国税通則法（以下「通則法」という。）四二条の詐害行為に該当する

ときは、その行為を訴訟によって取り消す。しかし、すべて訴訟を待っていては租税の簡易迅速な

確保を期し得ないため、納税者の詐害行為に関しその処分の受益者に第二次納税義務を負わ

せ、実質的には詐害行為の取消しをしたのと同様の効果を得ようとすることが、徴収法三九条の

                                                 
3 堀招子・税経通信六五巻一四号一五一頁以下、一五五頁参照(二〇一一)。本件原審判決を受けて、国税庁

は、国税徴収法基本通達の一部改（平成二一年六月一八日付け、徴収四-八、徴管二-二五）を発遣し、「第三

者に利益を与えるための処分」の例に「遺産分割協議」を追加した。 
4 註17参照。 
5 註14参照。 
6 同旨、本件の調査官解説である古田孝夫・法曹時報六四巻四号九五二(二〇二)頁以下、九五五頁(二〇一

二)。 
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趣旨である。「その他第三者に利益を与える処分」の解釈については、『国税徴収法基本通達逐

条解説』（平成七年改訂版）において、譲渡及び債務の免除以外の処分（贈与、売買、債務の免

除等の特定の法律行為類型に属さない経済的価値の移転をいう。）で、広く第三者に利益を与え

ることとなる処分をいうとされており、このように解することは、徴収法三九条の規定の趣旨に沿う。

遺産分割協議は、持分の譲渡という実質を有する。最平一一・六・一一が、遺産分割協議が詐害

行為取消権行使の対象となり得ると判示した趣旨は、徴収法三九条の適用関係についても同様

に当てはまる。 
 争点一について控訴審においてＹは次の主張もした。身分行為に徴収法三九条が適用されな

いというのはＸの独自の見解にすぎない。徴収法三九条が適用されても第二次納税義務を負わ

せるにとどまり、法定相続分どおりの遺産の取得を強制するわけではないし、民法九〇六条を無

視することにもならない。 
 争点二について。徴収法三九条の規定する第二次納税義務の制度は、滞納者による利益供与

処分を取り消すものではなく、その処分により受けた利益の限度において受益者に第二次納税義

務を負わせるにとどまり、他方、民法四二四条は、総債権者のために、債務者が行った法律行為

を取消して、債権者の満足を図ろうというものであって、その対象及び効果等が異なる。徴収法三

九条の文言上必要とされていない「詐害の意思」を黙示的な要件として必要と解すべき理由はな

い。 
 争点三について。民法九〇六条の規定の存在により、法定相続分と異なる遺産分割協議の全

てが徴収法三九条の「その他第三者に利益を与える処分」に該当するとまではいえないと解する

余地もあるかもしれないが、民法九〇六条を考慮したとしても、法定相続分から著しく乖離した本

件遺産分割協議は該当する。 
 
 原々審は次のように判示した。 
 争点一について。「遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産

について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させるこ

とによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、いわば、相続人の一般財産に組み入れら

れた財産を譲渡するという実質を持つものということができるから、その性質上、財産権を目的とす

る法律行為である」（最平一一・六・一一）[傍線：浅妻]7。「遺産分割協議は、徴収法三九条の『そ

の他第三者に利益を与える処分』に該当し、同条の規定の適用対象となり得る」。徴収法三九「条

の趣旨と詐害行為取消権の趣旨とは共通するところがある」[傍線：浅妻]8

 争点二について。徴収法三九条は「民法四二四条とは明らかに異なる法律的構成となっており、

また、通則法四二条が民法四二四条を国税の徴収に関して準用する旨規定しているにもかかわ

らず、それとは別に徴収法三九条が設けられているのである。このように民法四二四条の詐害行

為取消権と徴収法三九条の第二次納税義務の制度とは、その対象及び効果等が異なり、それに

応じてそれぞれ異なる適用要件等が条文上定められている」[傍線：浅妻]ので、「徴収法三九条

の文言上必要とされていない『詐害の意思』を黙示的な要件と解すべき理由は見いだせず、むし

から最平一一・六・一一

「の趣旨は、徴収法三九条の規定の適用関係についてもあてはまる」。基本通達三九条関係五

「（滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果によるものを除く。）」につ

いて、「『国税徴収法基本通達逐条解説』（平成七年改訂版）においても、相続放棄等滞納者の

身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果により他の相続人が利益を得た場合

はこれに該当しないとされている」が、「遺産分割協議の法的性質については，既に判示したとお

りであり」、「遺産分割協議はもはや『滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行

使の結果によるもの』であったとしても除外されない」し、「基本通達三九条関係五の規定を根拠

に、前記判断が覆ることはない」。 

                                                 
7 本件最高裁は「財産権を目的とする法律行為」という表現を避けていると読める。 
8 本件最高裁はこの共通性に触れることを避けていると読める。 
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ろ、要件ではないと解すべきである。」 
 争点三について。「遺産分割協議には徴収法三九条の適用があり、かつ、『詐害の意思』がある

ことは要件ではないのであって、同条所定の要件を充足しているか否かを判断すれば足りると解

すべきであること、また、徴収法三九条の第二次納税義務の制度は、詐害行為取消権とは異なり、

相続人の意思を否認して財産を滞納者に取り戻すという効果まで有するものではなく、単にその

処分により受けた利益の限度において受益者に第二次納税義務を負わせるにとどまるものである

ことからすると」、Ｘの「主張は失当というべきである。また，そもそも遺産分割協議と詐害行為取消

権との関係に関する」最平一一・六・一一と、「相続放棄と詐害行為取消権との関係に関する」最

昭四九・九・二〇は「遺産分割協議と相続放棄のそれぞれの法的性質の違いにより結論に差が生

じたものであり、」[傍線：浅妻]9

 

最昭四九・九・二〇「が存在することをもって、徴収法三九条が適

用されるべき遺産分割協議が」Ｘの「主張のように限定されたものになると解することはできない」。 

 原審は原々審判決を引用した上で付加、訂正をした。原審における付加、訂正のうち比較的大

きなものとして、争点一に関する控訴審でのＹの主張に添い、「Ｘは、遺産分割協議は身分行為で

あるから、そもそも徴収法三九条が適用される余地はないと主張する。しかし、遺産分割協議が身

分行為としての面を持っていることは否定できないとしても、最高裁平成一一年判決[最平一一・

六・一一のこと]が説示するように、財産権を目的とする法律行為としての性質を持つことも明らか

であるから、その点に着目すれば、遺産分割協議が徴収法三九条の適用対象になる」[傍線：浅

妻]10

 

、「徴収法三九条……の効果は……第二次納税義務を負わせるにとどまるのであり、すべて

の相続に際して法定相続分どおりの遺産の取得を強制するものではないし、もとより、民法九〇六

条の規定に従った遺産分割協議を否定するものでもない」と述べた。 

Ⅱ 判決要旨 上告棄却 
 「遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全

部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続

財産の帰属を確定させるものであるから、国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産

分割協議が、滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ、他の相続人にその

相続分を超える財産を取得させるものであるときは、国税徴収法三九条にいう第三者に利益を与

える処分に当たり得るものと解するのが相当である。なお、所論は、同条所定の第二次納税義務

が成立するためには滞納者にいわゆる詐害の意思のあることを要するともいうが、前記事実関係

によれば、Ａに詐害の意思のあったことは明らかである上、そもそも同条の規定によれば、滞納者

に詐害の意思のあることは同条所定の第二次納税義務の成立要件ではないというべきである。そ

して、前記事実関係の下で、本件遺産分割協議が第三者に利益を与える処分に当たるものとし、

Ｘについて第二次納税義務の成立を認めた原審の判断は、正当として是認することができる。」 
 
Ⅲ 評釈 
一 本判決の意義 
 [原稿には書かない予定であるが研究会で評釈の前に述べること――大方の租税法学者の間

での本判決の受け止め方（と浅妻が推測するところ）は、事案の結論としては仕方ない1112

                                                 
9 本件最高裁はこの違いに触れることを避けていると読める。 

し詐害

10 本件最高裁は「身分行為」「財産権を目的とする法律行為」という表現を避けていると読める。 
11 租税法学者が一様に結論を是認している訳ではない。高橋祐介・註28、五九〇頁は「理由付けと結論には

疑問が残る」と明言している。 
12 伊藤義一・註49、二〇頁は、本件の結論の実質的妥当性に関し、Ａが一一億円滞納していてＢが二億円の

遺産を遺せるということは「計画的な財産移転を図っていたか否か」精査することが「正義と公平の見地から」考

えるにあたり必要であると指摘する。尤も、最平一一・六・一一や民法学説（のうちでも債権者保護を重視する派）

に照らすと、仮にＢが自力で蓄財した二億円であろうとも、結論の妥当性は揺らがない、ということとなりそうであ
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の意思が徴収法三九条の要件とならないことも納得できるが、遺産分割協議が一般的に徴収法

三九条の適用対象となりうるかのように読める判示には違和感があり、本件のような特殊事情の下

においてのみ遺産分割協議が徴収法三九条の適用対象となることもあるという程度にとどめてほ

しかった、というところであろう。他方、民法学者の最大の関心事は、相続人の債権者・課税当局と

の関係で相続放棄でも民法四二四条・徴収法三九条が適用されうるか、という点にあると推測され

るところ、後述の通りそこを本判決は巧妙に避けた。] 
 
 本判決の意義は、遺産分割協議が徴収法三九条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得

ることを初めて明らかにした、という点にある。 
 本判決の意義については、何を述べなかったか、という消極的な考察もすべきである。本判決は、

遺産分割協議が財産行為であるか身分行為であるかについて、言及を避けている。また、本判決

は、民法四二四条詐害行為取消権と相続放棄及び遺産分割協議との関係に関する最昭四九・

九・二〇及び最平一一・六・一一と、本件との関係について、言及を避けている。 
 なお、本判決は、前段落のように幾つかの論点について言及を避けている一方で、詐害の意思

は徴収法三九条適用の要件ではない、という結論に影響しない余計なことを述べている。民集の

判示事項に掲げられているものの、詐害の意思に関する点はあからさまな傍論である。傍論なの

で形式的に考えてこの叙述に意義は存在しない筈である。しかし、傍論ではあるものの、今後の

裁判例は詐害の意思の羊皮に関して本判決を引用するであろうし、今後同種の事例で詐害の意

思が認定できない事例（詐害の意思がないと認定される場合及び詐害の意思について存否不明

の場合）が登場した場合、詐害の意思の有無を問わずに徴収法三九条が適用されるであろうとい

う予測を実務家にもたらす、という意義はある。 
 本評釈の以下の構成を述べる。二として最昭四九・九・二〇及び最平一一・六・一一をめぐる民

法の判例裁判例及び学説を振り返る13

 

。三・四として争点一(「その他第三者に利益を与える処

分」)・争点二(詐害の意思)について考察し、五として争点三(当てはめ)及び本判決の射程を考え、

六として立法的課題に触れる。本評釈では「 」『 』を引用のために用い、区切りの明確化のため

に【 】を用いる。本評釈では職名・敬称を付さない。 

二 相続放棄・遺産分割協議と詐害行為取消権 
 
二-１ 最昭四九・九・二〇と最平一一・六・一一との違い 
 最昭四九・九・二〇と最平一一・六・一一とでは事案が異なるということが、本件の原々審・原審

でも述べられている。 
 最昭四九・九・二〇14は、被相続人の債権者が民法四二四条の詐害行為取消権を行使しようと

したところ、相続人が相続放棄をしたことが詐害行為に当たるかが問題となった事案である。最高

裁は「相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象と

ならない」、「取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であるこ

とを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しない」[傍線：浅妻]15

                                                                                                                                                                  
る。 

、「相続の放棄

13 一租税法研究者として民法判例・裁判例・学説をつまみ食いする本評釈は、無謀なことをしている。しかし、

高橋祐介・註28、五八五頁の「[遺産分割協議が詐害行為取消権の対象となるという判例の]そもそも私法上の

理由づけが何なのか自体が不明確でありうる。」という問題提起に、微力ながら応えたい。 
14 最判昭和四九年九月二〇日民集二八巻六号一二〇二頁…相続人全員が相続放棄をした訳ではなく、被相

続人Ａの妻Ｂ（無資力）が相続し、子Ｙ（資力を有する）が相続放棄をした（但し長男は民法八九七条に従い系

譜、祭具および墳墓等の所有権を承継したとある）事案である。原告ＸはＡが創立し株主でもあった破産会社・

Ｃ社の破産管財人であり、ＹもＣ社の株主であった。控訴審まで、相続放棄が詐害行為に当たるという主張と、

相続放棄が権利濫用で無効であるという主張がなされていたが、最高裁は権利濫用の論点に触れていない。 
15 同種の表現をした先例として、大判昭和一〇年七月一三日法律新聞三八七六号六頁（最平一一・六・一一
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は、相続人の意思からいつても、また法律上の効果からいつても、これを既得財産を積極的に減

少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎない」、「相続の放棄のよう

な身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでない」、「相続の放棄を詐害行

為として取消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ」16

 最平一一・六・一一

と判示した。 
17は、相続開始後に相続人に対し債権を有することとなった債権者が民法四

二四条の詐害行為取消権を行使することに関し、相続人が法定相続分通りの相続をしない遺産

分割協議が、詐害行為に当たるかが問題となった事案である。最高裁は「遺産分割協議は、詐害

行為取消権行使の対象となり得る」、「遺産分割協議は……その性質上、財産権を目的とする法

律行為である」と判示した。最初に最平一一・六・一一を読んだ時には違和感があったが18

                                                                                                                                                                  
の上告理由中の民集五三巻五号九〇七頁における「二八七六号」、及び池田恒男・法協九三巻四号一八八頁

以下、一九〇頁(一九七六)の「七月三日」は、誤記と思われる）は「右取消権の目的たる行為は積極的に債務者

の財産を減少せしむる行為たることを要し、消極的に其増加を防ぐるに過ぎざるものは之を包含せず、遺産相

続の抛棄は……財産の増加を防ぐるに過ぎざる行為と見る」[傍線：浅妻]と述べている。 

、本評

16 やはり同種の表現として、大判昭和一〇年七月一三日は「遺産相続抛棄の取消を許すとせば、其結果は結

局其承認を強ゆることとなるべく、相続承認の如きは他人の意思によりて之を強制すべきに非ず。」と述べる。 
17 最判平成一一年六月一一日民集五三巻五号八九八頁…Ａが昭和五四年に死亡しており、その相続人は妻

Ｂ及び娘Ｙ１・Ｙ２の三名であった（昭和五五年改正前のためＢの法定相続分は三分の一）。原告Ｘは、平成五年

にＣ・Ｄを連帯債務者として金三百万円を貸し付け、Ｂは連帯保証人となった。Ｂは連帯保証債務の履行のため

相続財産の借地権付建物（Ａの登記のままであった。Ｂのみが住んでいた一方、Ｙ１・Ｙ２は既に結婚していて別

の所に住んでいた。他に目ぼしい相続財産がなかったと明記されてはいないが、他に目ぼしい相続財産がなか

ったと思われる）を相続登記することを原告から平成七年以降求められており、かつ、Ｂ自身に履行する資力が

ないにもかかわらず、相続財産の借地権付建物について二分の一ずつＹ１・Ｙ２に相続させＢは一切相続しない

旨の遺産分割協議をして平成八年に所有権移転登記手続をし、同年にＢは自己破産の申立をした。Ｂは実質

的に相続放棄をしたに近い事案である。なお人名表記は調査官解説である佐久間邦夫・最高裁判所判例解説

民事篇平成一一年度上四七三頁以下に倣ったが、Ｙ１・Ｙ２のみならずＢ・Ｃ・Ｄも被告に含まれている。 
 原審東京高判平成一〇年一月二二日民集五三巻五号九一五頁が「なるほど一般論としては、遺産分割は、

遺言、寄与分及び特別受益等を勘案して決定されるもので、これにより具体的相続分が法定相続分とは異なる

ことがあるのはＹらの主張するとおりであるが、そうであるからといって、遺産分割協議は詐害行為取消権の対象

とはならないと解すべき理由はない。ただ、遺言、寄与分及び特別受益等の具体的な事情によっては、当該遺

産分割協議が詐害行為になるとは認められない場合もあり得るというにすぎないものというべきである。」と述べ

ている点は、本件の争点三の当てはめに影響しうると考えられる。しかし最平一一・六・一一は「遺言、寄与分及

び特別受益等を勘案」することの是非に触れていない。しかし、佐久間邦夫・四八二頁で特別受益者・寄与（遺

言に言及していないが、「共同相続人は、原則として自由に遺産を分割することが認められる」と述べていること

から、被相続人の遺言の自由を否定する趣旨で不言及とした訳ではないと推測される）に言及した上で「債務者

である相続人が法定相続分を下回る財産を取得する結果となる遺産分割協議がされた場合であっても、債権者

が直ちにこれを詐害行為として取り消すことはできないと解すべき」と論じている。 
 ところで、上告理由（民集五三巻五号九〇一頁以下）の中で「Ｘが、その権利を確保しようとするのであれば、Ｘ

としては、本件借地は未分割の状態にあり、何時遺産分割がなされるか分からぬ状態であったのであるから、金

融業者としては当然に遺産分割協議前にＢの持分を差し押さえすれば、右民法九〇九条但書の第三者となり、

その権利が確保されるのである。」（九〇四頁）と述べられている。なぜＸが迅速にそのようにしなかったのか（こ

の事件のＢ側の事情も詐害的要素が濃いように見受けられる一方、Ｘ側も随分手抜かりがあるように見受けられ

る）、よく分からない。更に、Ｘが迅速に差し押さえれば権利を確保できるのであれば、なぜ最高裁が詐害行為

取消権の行使を認める必要があったのか、Ｘの介入を排除するための素早い遺産分割協議についてだけＸの

介入を（詐害行為取消権か星野英一らのいう民法二六〇条援用かはともかく）認めるという縛りをかけても良かっ

たのではないかという疑問にも繋がるが、それは判例批判になるため、深入りしない。Ｂの債務が保証債務にす

ぎなかったのでＸの手抜かりは責められるほどではなかろうと論ずるものとして＿＿[誰か？]参照。 
18 法定相続分はあくまで補充的なデフォルトルールにすぎないと思い込んでいた。民法９００条４号但書の非嫡

出子法定相続分差別が違憲でない（最決平成七年七月五日民集四九巻七号一七八九頁参照）理由の一つも、

補充的デフォルトルールにすぎないからであると理解していた（デフォルトルールとして位置付けられる民法九

〇〇条の規定は遺言や当事者の合意で回避できる一方で、相続税法一八条のような税額加算――たとえば同

性愛者が愛する人に財産を遺そうとすると配偶者〔相続税法一九条の二〕はともかく子に遺すよりも余計な税が
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釈の対象ではないのでこの先を進める。 
 最昭四九・九・二〇と最平一一・六・一一とは矛盾していないというのが最高裁の立場である筈

である。そして、本件の原々審・原審は、①【相続放棄と遺産分割協議との違い】、②【被相続人の

債権者か相続人の債権者かの違い】19に着目している。更に、本件の原々審・原審ではあまり触

れられていないものの、③【相続開始前の債権者か相続開始後の債権者かの違い】も影響する可

能性があると私は考える20。21

 
 

二-２ ①相続放棄と遺産分割協議との違い 
 最平一一・六・一一が①の違いにより最昭四九・九・二〇に矛盾しないという筋を考える。この筋

では、相続放棄は身分行為である一方、遺産分割協議は財産行為である（正確には民法四二四

条二項「財産権を目的としない法律行為」ではない）という違いが重要であることになる。最昭四

九・九・二〇において「相続の放棄のような身分行為」と明言していること、及び最平一一・六・一

一が「遺産分割協議は、…性質上、財産権を目的とする法律行為である」と明言していることに照

らし合わせ、先行判例の文理には整合的である。但し、最昭四九・九・二〇の原審広島高松江支

判昭和四七年九月二二日民集二八巻六号一二〇九頁は「相続放棄は身分行為である」だけで

なく「広い意味においては財産権を目的とする行為ということができる」とも述べており、本件原々

審・原審も遺産分割協議は身分行為と財産行為の両方の性質を持つことを述べていたことから、

【相続放棄は身分行為であり遺産分割協議は財産行為である】という区別を裁判所がしていると

は言いきれない。 
 相続放棄と遺産分割協議との違いについて、身分行為か財産行為かという区別の他に、遺産

分割協議前の状態が合有か共有かの区別、或いは遺産分割協議に関する宣言主義か移転主義

かまたは遡及主義か不遡及主義か22

 遺産分割協議について、遺産分割協議前の共同相続人間の関係は合有関係にあり（合有説）、

遺産分割協議により宣言的に相続開始時遡及して相続財産の配分が決まるという考え方を宣言

主義・遡及主義という。合有説と宣言主義・遡及主義を同視してよいか定かでないが、詐害行為

という区別で説明されることも多い。 

                                                                                                                                                                  
課せられる。但し日本の相続税課税における差別は他国におけるものと比べれば穏やかである――の方は回

避できないので余程差別色が濃いと思っていた）。尤も最近の最高裁は非嫡出子差別について違憲判決を出

す可能性があると言われているし（和解で終わったので違憲判決を出しそこねたとされる最決平成二三年三月

九日民集六五巻二号七二三頁参照）、下級審では違憲判決で確定しているらしい？大阪高決平成二三年八

月二四日。法定相続分が補充的なルールにすぎないとすれば、債権者を詐害することとなろうとも遺産分割の

自由は尊重される筈であるという思い込みがあった。 
19 被相続人の債権者を「相続債権者」と呼び、相続人の債権者を「相続人債権者」「固有債権者」と呼ぶ用語法

もあるようであるが、本文のような表現にした。 
20 この区別に着目するものとして柳勝司・名城法学四九巻三号三号一三一頁以下、一三八頁(二〇〇〇)、工
藤祐巌・ＮＢＬ六九四号七二頁以下、七四頁(二〇〇〇)等。 
 本件のＸが上告受理申立理由（民集六三巻一〇号二五一九頁以下）においてなぜ③の違いには言及しなか

ったのか、残念である。最昭四九・九・二〇及び本件における債権者の登場は相続開始前である一方、最平一

一・六・一一における債権者の登場は相続開始後である。Ｘは①の違いに関して相続放棄と遺産分割協議との

違いはないことに主眼を置いているようであり（二五二八頁で最平一一・六・一一につき「権利濫用の理により処

理すべきケースであった」と論ずる）、その筋からすると③の違いは瑣末なものであるかもしれない。しかし、Ｘの

ように①の違いを重視する論者でも、【仮に①の違いがあるとしても、相続開始後に債権者が登場した最平一

一・六・一一の射程は、本件に及ばない】と論ずる余地があったように見受けられる。尤も、仮にＸが③の違いに

ついても論拠としていたとしても、最高裁の結論を変えるには至らなかった可能性は高い。 
21 宗村和広・信州大学法学論集創刊号一八五頁以下、一九一～一九二頁は、相続開始後に登場した債権者

についても、債権者の期待が保護されるべきでないことを原則とすべきと論ずる。 
22 なお、本件のような債権者が民法九〇九条但書にいう「第三者」に当たる可能性は議論すらされていないの

で無視してよかろう。登記未経由の遺産分割が第三者に対抗できなかった（やはり民法九〇九条但書が適用さ

れてない）事例として最昭四六・一・二六註25。 
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取消権の対象とするのは不可という結論に結びつく。 
 遺産分割協議前の共同相続人間の関係は共有関係にあり（共有説）、遺産分割協議は各相続

人の持分を移転するものであって相続開始時に訴求するわけではないという考え方を移転主義・

不遡及主義という。共有説と移転主義・不遡及主義を同視してよいか定かでないが23

 判例は、相続放棄について宣言主義である一方、遺産分割協議について移転主義である、と

整理される。民法九三九条・九〇九条本文がともに相続放棄・遺産分割協議の遡及効を明記して

いるものの、その遡及効の質が違うということである。相続放棄は登記なくして絶対的に効力を生

じ相続の放棄が詐害行為取消権行使の対象とならない（最昭四二・一・二〇

、詐害行為

取消権の対象とするのは可能という結論に結びつく。 

24）一方、遺産分割

協議による取得は登記なくして第三者に対抗できない（最昭四六・一・二六25）ことが挙げられる26

                                                 
23 柳勝司・註

。

20、一三四頁が合有説・共有説の違いを説明する一方、最平一一・六・一一のその他の評釈の多

くは宣言主義・移転主義の違いを説明する。道垣内弘人・法学教室二三三号一四六頁以下、一四七頁(二〇〇

〇)、潮見佳男・銀行法務２１五七二号四巻二号五七頁以下、＿頁(二〇〇〇)等参照。 
24 最判昭和四二年一月二〇日民集二一巻一号一六頁…Ａが昭和三一年に死亡。相続人七名中長男Ｘ１及び

Ａの妻Ｘ２以外の全員が同年に適法に相続放棄の申述をし受理された。不動産に関してその旨の登記は経てい

なかった。Ａの三男Ｂの債権者Ｙ１・Ｙ２は、昭和三九年に、Ｂを含む七名が共同相続したという前提でＢの持分で

ある九分の一について仮差押決定を得て、Ｂに代位して所有権保存登記をし、Ｂの持分について仮差押登記を

した。Ｘ１・Ｘ２は、不動産がＢの所有ではなくＸ１・Ｘ２の所有であるとして第三者異議の訴えを提起した。一審名古

屋地判昭和四〇年七月二〇日でＸ１・Ｘ２が負けた（「相続放棄は民法第一七七条にいう物権の得喪変更に該

当」）後、前記相続放棄の登記がなされ、更に、Ｘ２が持分を放棄し、その旨の登記を経由した。山本敬三・家族

法判例百選第五版＜別冊ジュリスト一三二＞、二〇〇頁以下(一九九五)(あとで家族法判例百選第七版＜別

冊ジュリスト一九三＞一五二頁)参照（事案の事実関係についても、判決文が簡素で分かりにくい部分があり、山

本敬三解説を参照した）。 
 最高裁は「民法九三九条一項（昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの）『放棄は、相続開始の時にさ

かのぼつてその効果を生ずる。』の規定は、相続放棄者に対する関係では、右改正後の現行規定『相続の放棄

をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。』と同趣旨と解す」、「相続人は相

続開始時に遡ぼつて相続開始がなかつたと同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的で、何人に対し

ても、登記等なくしてその効力を生ずる」[傍線：浅妻]としてＸ１を勝たせた。 
 山本敬三解説は「相続放棄の場合に一七七条の適用を否定するという本判決の結論については、学説上も

異論はない」とするが、「近時、相続放棄と遺産分割とを区別せず、『無権利の法理』を妥当させた上で、九四条

二項の類推適用などにより善意無過失の第三者を保護する試みが提唱されている」、ただし「九四条二項の類

推適用を認めたとしても実際に保護される第三者はあまり考えられない」と述べている。 
25 最判昭和四六年一月二六日民集二五巻一号九〇頁…Ａが死亡し、妻Ｘ１及び子Ｘ２～Ｘ７・Ｂ１～Ｂ４の一一名

が相続した。昭和三四年、Ｘ１～Ｘ７が七分の一ずつ不動産を共有する遺産分割調停が成立した。登記未経由

であった。昭和四一年、Ｘ１の債権者であるＺがＸ１に代位して法定相続分通りの持分（Ｘ１が三〇分の一〇、Ｘ２～

Ｘ７が三〇分の二ずつ。Ｂ１～Ｂ４は除く）の保存登記をした。Ｘ２～Ｘ７がＸ１及びＢ１～Ｂ４を相手取り、遺産分割調停

通りの持分（Ｘ１～Ｘ７が七分の一ずつ）の共有に改める更正登記手続請求の訴えを提起した。この請求認容判

決が昭和四二年一一月七日に出され、同年十二月一九日確定した。この判決が確定する前の同年一一月三

〇日に、Ｘ１・Ｘ２の債権者であるＹが、登記に表示された通りのＸ１・Ｘ２の持分（Ｘ１が三〇分の一〇、Ｘ２が三〇分

の二）に対する仮差押決定を得て、同年十二月四日にその旨の登記を経由した。Ｘ１～Ｘ７がＹに対し遺産分割

調停の合意通りの登記に変更することの承諾を求めて提訴した（「民法第九〇九条但書にいわゆる第三者には

悪意の第三者を包含しない」などと控訴審で主張）。品川孝次・家族法判例百選第五版＜別冊ジュリスト一三二

＞、二〇〇頁以下(一九九五) (あとで家族法判例百選第七版＜別冊ジュリスト一九三＞)、品川孝次・法学セミ

ナー ベストセレクション二七六号（二二巻三号）一二二頁以下(一九七八)参照（事実関係についても、複雑で

ある上に判決文からは分かりにくい部分があり、品川孝次解説を参照した）。 
 最高裁は「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する

関係においては、相続人が相続によりいつたん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上

異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法一

七七条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割

後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない」、「民法九

〇九条但書の規定によれば、遺産分割は第三者の権利を害することができないものとされ、その限度で分割の
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なお、遺産分割協議に関し必ずしも登記の先後だけで決まる訳ではなく、法定相続分通りの持分

については登記なしに分割後に現れた第三者に対抗できるとする判例として最昭三八・二・二

二27

 後述のように、民法学説は、相続放棄と遺産分割協議との違いを重視するか否かで、見解が一

致してない。 

がある。[最昭四六・一・二六は遺産分割協議が相続放棄と違うということよりも登記の先後の

問題であるように思えるが、最昭四六・一・二六は遺産分割協議の対抗要件の具備方法について

論じたものではないという位置付けらしい？] 

 なお、課税関係に関しては、遺産分割協議について宣言主義的に扱われる場面と移転主義的

に扱われる場面があると整理されている28 三-２。 で後述する。 
 
二-３ ②被相続人の債権者か相続人の債権者かの違い 
 最平一一・六・一一が前述の②の違いにより最昭四九・九・二〇に矛盾しないという筋を考える。

この筋では、相続放棄が詐害行為に当たらないという判例法理が、相続人に対する債権者につ

いても成立するか、不分明である。本件は相続人が国税を滞納していた事案であるので、②の違

いを重視すると最昭四九・九・二〇について無視してよくなる。最昭四九・九・二〇は「相続の放棄

のような身分行為については」と明言してしまっているが、「身分行為」云々の理由付けは傍論で

あったという位置付けとなる29

 しかし相続人の債権者による詐害行為取消権の行使を相続放棄について認めなかった大昭一

〇・七・一三

。また、最平一一・六・一一の遺産分割協議の実質が相続放棄に近

いことも、②の違いを重視する論拠となる可能性がある。 

30や東京高昭三〇・五・三一31

                                                                                                                                                                  
遡及効は制限されているのであつて、その点において、絶対的に遡及効を生ずる相続放棄とは、同一に論じえ

ない」、「遺産分割後においても、分割前の状態における共同相続の外観を信頼して、相続人の持分につき第

三者が権利を取得することは、相続放棄の場合に比して、多く予想されるところであつて、このような第三者をも

保護すべき要請は、分割前に利害関係を有するにいたつた第三者を保護すべき前示の要請と同様に認められ

るのであり、したがつて、分割後の第三者に対する関係においては、分割により新たな物権変動を生じたものと

同視して、分割につき対抗要件を必要とする」、「民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前

に生じた第三者を指し、遺産分割後に生じた第三者については同法一七七条が適用される」[傍線：浅妻]など

と判示してＹを勝たせた。 

が存在する。一方で、被相続人の債権者による詐害行

 [浅妻…遡及効が否定される話ではない事案のように見受けられるが、相続分について登記なしに対抗できる

とする最判昭和三八年二月二二日民集一七巻一号二三五頁を見ると、対抗要件に関して登記で常に勝てると

いう訳でもないということか？品川孝次・一二四頁は「分割自体の対抗要件の具備について判示したものではな

い」に留意。品川・一二六頁は、詐害行為取消権を視野に入れていない文脈ではあるが「相続放棄と遺産分割

とでは対第三者関係において別異の取り扱いを受けるべきことを首肯できる」と論ずる。] 
26 最平一一・六・一一に関する調査官解説である佐久間邦夫・最高裁判所判例解説民事篇平成一一年度上

四七三頁以下、四八〇頁参照。 
27 最判昭和三八年二月二二日民集一七巻一号二三五頁… 
28 高橋祐介・ＮＢＬ一四二巻六号五七五(五三)頁以下、五八〇～五八一頁(二〇一〇)。 
29 池田恒男・註15は、最昭四九・九・二〇の評釈でありながら、相続人の債権者の事例を念頭に置いた上で、

619頁で「相続の承認・放棄の場合は債権者が介入する余地がないと思われる」、「債権者のひきあて財産の減

少を防ぐ制度としては財産分離がある。民法は財産分離という形で債権者と相続人、他の第三者との利益の調

整を行っている」などと論じている。但し「アプリオリに『身分行為』のゆえではなく、財産上の行為でもある相続の

承認・放棄をめぐる……物質的な、財産上の衡量による」と論じている。他方、「ところで、本件の事実関係のもと

では、相続の放棄が詐害行為取消権行使の対象とならない」(六一九頁)、「本判決の結論は当然であるが、そ

の理由は事案に適当ではなく、傍論とみなされるべき」(六二〇頁)と呆気無く切り捨てている。 
30債権者が相続人に対してなのか被相続人に対してなのか判決文に記載されていないが（註15参照）、池田恒

男・註15、一九〇頁や太矢一彦・独協法学五一号一六九頁以下、一七六頁(二〇〇〇)は、相続人の債権者の

事例であると読めるとしている。 
31東京高判昭和三〇年五月三一日下民集六巻五号一〇五一頁…Ｙ６は昭和二四年にＸ社に入社し、外務員と

して無尽掛金の集金及び加入者募集の事務に従事していた。Ｙ６は昭和二八年までの集金掛金を費消横領し
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為取消権の行使を遺産分割協議について認めた奈良地昭二七・一一・八32が存在する。最平一

一・六・一一と同様に相続開始後に登場した相続人の債権者による詐害行為取消権の行使を認

めた神戸地昭五三・二・一〇33

 大昭一〇・七・一三が相続人の債権者に関する事案であろうことを重視すると、最平一一・六・一

一は大昭一〇・七・一三から判例変更[大審院判例から変更する場合も判例変更というのか？]し
たと見る余地も生まれる。しかし、なお、①の遺産分割協議と相続放棄との違いがあるにはある。 

も存在する。 

 
二-４ ③相続開始前の債権者か相続開始後の債権者かの違い 
 最平一一・六・一一が前述の③の違いにより最昭四九・九・二〇に矛盾しないという筋を考える。

                                                                                                                                                                  
た。Ｙ１・Ｙ３はＸに対しＹ６に関する身元保証債務として金一〇万円を負担することとなった。Ｙらの父Ａは大正八

年に死亡し、不動産は母Ｂの所有名義となっていた（Ｙ７も登場するが、関係不分明）。Ｂは昭和二六年死亡し、

Ｙ１～Ｙ６が共同相続人となった。Ｂ死亡の一ヶ月強後、遺産相続協定書を作成し、Ｙ１・Ｙ３・Ｙ６の相続放棄の申

述した（後日受理された）。裁判所は、「相続放棄の結果仮りに放棄者の債権者が損害を被ることがあつたとして

も、その損害たるや財産の増加を妨げられたというだけであつて、放棄者の既存財産は少しも変化はないので

あるから、右放棄をもつて権利の濫用であるということはできない」、「遺産相続の放棄は、見方によつて身分上

の行為であるとともに財産的意思表示であるかも知れないのであるが、それがため詐害行為取消の目的となりう

るというのは結果からみた論であつて、相続人が遺産相続の放棄を決意するについては相続人の債権者に関

係なき種々の事情に基く場合もあるべく、単に債権者たる故をもつてこれに干渉せしめるは妥当でなく、もし、詐

害行為としてその取消を許すとすれば、その結果は結局承認を強うることとなるべく、相続承認の如きは他人の

意思によつてこれを強制すべきでないから、遺産相続の放棄は、たとえ相続人の債権者詐害の目的に利用され

た場合でも、（その実債権者は相続人の既存財産は少しも変化はないのであるから、損害はないのであるが、）

詐害行為取消の目的とならない」[傍線：浅妻]としてＸを斥けた。 
32 奈良地判昭和二七年一一月八日下民集三巻一一号一五八二頁…Ａは銀行Ｘに対し約束手形金債務を負

担していたが昭和二五年に死亡した。妻Ｙ１及び子Ｙ２～Ｙ８が相続した（佐久間？では相続人が七名と紹介され

ているが、判決文での被告は「○○(Ｙ２) 外七名」となっているので相続人は八名であると見受けられる）。限定

承認・抛棄はなかった。昭和二七年、長男Ｙ２以外の被告は、Ｘを害すことを知りつつ、未成年の弟妹Ｙ３～Ｙ８を

扶養する必要もあり、不動産の持分をＹ２（法定相続分は二一分の二）に集中させる（それはＡ生前から家族間

で考えられていた）旨の相続財産分割協議書を作成し、Ｙ２単独所有の登記をした（Ｙ側主張として、不動産は

元々Ｙ２の所有であって相続により取得したものではないとか、Ｙ２以外の相続人はＡから生前に贈与を受けてい

たのでＹ２に集中させる相続財産分割をしたなどと主張しているが、相続ではないとか特別受益の主張は無視す

る）。Ｙ１が二一分の七、Ｙ３～Ｙ８が二一分の二ずつ「贈与する趣旨のものと判定せられ」、「被告等間で為された

前記共有持分の贈与はＸとＹ２の関係においてこれを取消す」とした。「贈与」という単語が繰り返されているが、

相続財産分割協議ではなく「贈与」であると裁判所が認定する趣旨であるとは断じ難く、「被告等のいうとおり身

分変動により生じた財産権の変動である。然しながらそのためにその承継した相続財産の分割までも右身分変

動に附随する行為として前記民法法条の取消の対象たらずとする被告等の主張はその独自の見解であつて到

底これを採用することができない」と述べている。 
33 神戸地判昭和五三年二月一〇日判時九〇〇号九五頁（中川良延・判例時報９１６号）…Ａが昭和四六年に

死亡。妻Ｙ１及びＡの養子であるＹ２・Ｙ３（Ｙ３はＹ２の妻であるが別居）が相続した（法定相続分は各三分の一）。Ｘ

会社はＹ４会社に部品を販売していた。Ｙ２はＹ４の社長の弟であり取締役・経理部長であった。昭和四七年、Ｘ

はＹ４に二三五万円を貸与した。追加してＹ２がＸに追加融資を申し込み、Ｙ２・Ｙ３がＡから相続した三分の一ず

つの不動産持分を担保（上限千万円）として提供し、かつ、Ｙ２がＹ４のために連帯保証をして（抵当権設定と連

帯保証の旨の公正証書は作成した。しかしＹ３は抵当権設定・連帯保証に関わっていないと認定されており、表

見代理も認定されていない。裁判所が認定した抵当権設定契約は不動産の三分の二ではなく三分の一）、Ｙ４

のためにＸから八二〇万余円を借りた。しかし不動産に相続登記がされていなかったので待っていた。Ｙ２はし

ばらく居所不明となった。昭和四八年、Ｙ２が戻った後Ｙ４は倒産した。その後、ＡからＹ１へ単独相続によって所

有権移転登記がなされた。同年、Ｘが公正証書記載通り千万円の限度で抵当権を設定した。Ｙ１単独所有となっ

たことについてＹ１・Ｙ２の通謀虚偽表示であるという主張は斥けられたが、「Ｙ１の単独名義とすることはこれを遺

産の分割協議とみてもＹ２の右持分を無償で譲渡したもの」であり、「Ｙ１はＹ４の倒産、Ｙ２の地位、債務負担を知

り、前記登記をなすことにより債権者であるＸを害することを知って右持分の譲渡を受けたものと推認することが

でき」、「Ｙ１の単独所有とする旨の遺産分割の協議は取消を免れず、Ｙ１はＹ２に対し本件不動産につき三分の

一の持分の所有権移転登記手続をなすべき義務があ」る（更にＹ２は抵当権設定義務あり）とした。 
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このような筋を考える根拠は、最平一一・六・一一の特殊性であり、相続開始前の債権成立の事

案と比べ、相続開始後の債権成立の場合、債権者の期待がやや強いと見る余地があるかもしれ

ないためである34

 しかし、③の違いはあまり重視されていないようである。 

。遺産分割協議一般について詐害行為取消権の対象とすることが最平一一・

六・一一の事案の解決に必要ではなく、相続開始後の債権成立の場面だけに最平一一・六・一

一の射程が及ぶとすれば（本件Ｘの上告受理申立理由(二五二八頁)にもある通り、権利濫用とも

評しうるような詐害的要素の濃い事案ともいえ、最平一一・六・一一が出た後でも、どの遺産分割

協議一般が詐害行為取消権の対象となるかについて学説で議論百出であることも、事案の特殊

性を物語っている）、本件のように相続開始前から国税債権が成立している場合に債権者を保護

すべき要請は弱いと見る余地があるかもしれない。 

 相続放棄に関しては、債権成立時期が相続開始後のものと見受けられる事案（東京高昭三〇・

五・三一註31…ただし債権の一部は相続開始前成立とも見うる）で、債権者による介入を許してい

ない。 
 他方、遺産分割協議に関しては、債権の成立時期が相続開始の前であるか後であるかを問わ

ず、債権者の介入を許す傾向がある。相続開始後の債権に関する最平一一・六・一一註17及び

神戸地昭五三・二・一〇註33が詐害行為取消権を認めているだけでなく、相続開始前の債権に

関する詐害行為取消権の事案は見当たらないものの、仮差押登記が登記を経ていない遺産分割

協議に勝るとした最昭四六・一・二六註25は、おそらくは相続開始前に成立していたであろう債権

について債権者の介入を許した例として位置付けられよう。 
 
二-５ 判例・裁判例の傾向と学説 
 

                                                 
34谷口知平・注釈民法(二五)三五九頁(一九七〇)…相続開始後放棄までに相続人に発生した債権に限ると言

っているらしい？ 

 相続放棄 遺産分割協議 
被相続人に

対する債権者 
×最昭四九・九・二〇註14 

＊＊＊ 
(学説でこれを◎とするのは見当たらない？) 

◎奈良地昭二七・一一・八註32 
(塩崎勤・七三頁「遺産分割協議が詐害行為の対

象となりうるかどうかについて…消極に解した裁判

例は見当たらない。」) 
＊＊＊ 

◎柳勝司・一三七頁 
◎高木多喜男・二〇八頁 
◎吉田邦彦・二〇五頁 
◎甲斐道太郎・二六六頁 
◎伊藤昌司・二八頁「相続債権者による取消権行

使という共通の事例[最昭四九・九・二〇と奈良地

昭二七・一一・八]でも、相続放棄の場合と遺産分

割の場合を同列に論じることはできない。」と論じて

いるので遺産分割協議への取消権行使を認める

のであろう。 
×潮見佳男・六一頁：最平一一・六・一一の射程

が相続債権者の場合にも及ぶであろうことについ

て「私見としては…賛同できない」 
×星野英一・三七六頁 
×工藤祐巌・七五頁 

相続人に対 ×最昭四二・一・二〇註24…詐害行為取消 ◎最昭四六・一・二六註25…詐害行為取消権で
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35 最判昭和四二年五月三〇日民集二一巻四号九八八頁…被相続人たる父Ｘの不動産を長男Ａが無権代理

してＹに売却し、Ｘが登記名義回復訴訟中に死亡。Ａが相続放棄して訴訟を承継しなかったことに対しＹが権利

濫用の抗弁を出したが、相続放棄が認められた。判決文中の「相続債権者」は【相続人の債権者】の誤記であろ

うと目されている。 
36 最三小判昭和六三年六月二一日家裁月報四一巻九号一〇一頁…「債務超過のＢがＡを相続したが、承認・

放棄の選択をしないままに死亡したので、Ｂの相続人Ｃらが、まず、Ａの相続を放棄してＢの債権者たちをＡの

遺産から遠ざけた。」「このＣらが続いてＢの相続を放棄しても構わない」。「第一の放棄は、民法九二一条の『処

分』にならずに済んだし、しかも第二の放棄がＣらを『初から〔Ｂの：伊藤昌司〕相続人とならなかったものとみなす』

（民法九三九条）ことになろうとも、第一の放棄の効力は動かないとされたのである。ことほどさように承認・放棄

の自由を優先させる」。（伊藤昌司・二七頁） 

する相続開始

前の債権者 
権ではなく仮差押登記を排す。債権成立時

期は明言されていないが恐らく相続開始

前？ 
×最昭四二・五・三〇35

＊＊＊ 

…相続放棄は権利濫

用に当たらない。被相続人の債権者に関す

る事案とも言えるが、権利濫用の主張は相続

人の債権者としての立場のものと言えよう。 

 

はなく仮差押登記。債権成立時期は明言されてい

ないが恐らく相続開始前？ 
◎最平二一・一二・一〇…徴収法三九条 

＊＊＊ 
◎太矢一彦・一八二頁(「詐害行為取消権の行使

を認めるにしてもその行使には、何らかの制約を

課すべき」…財産分与の最判昭和五八年一二月

一九を参照するので然程遺産分割の自由を認め

るつもりはないと読める) 
×柳勝司・一三八頁 
×星野英一・三七六頁 

相続人に対

する相続開始

後の債権者 

×東京高昭三〇・五・三一註31…債権の一

部は相続開始前成立とも見うるかもしれな

い。 
＊＊＊ 

◎竹屋芳昭・民商法雑誌七三巻一号。 
◎谷口知平・注釈民法(二五)三五九頁(一九

七〇)…相続開始後放棄までに相続人に発

生した債権に限る。 

◎最平一一・六・一一註17 
◎神戸地昭五三・二・一〇註33  

＊＊＊ 
◎柳勝司・一三九頁 
◎道垣内弘人・一四七頁 
×宗村和広・信州大学法学論集創刊号一八五頁

以下、一九一頁 

債権成立時

期不明 
×大昭一〇・七・一三註1530…恐らく相続人

の債権者。債権成立時期が相続開始前後ど

ちらであるか不明。 
×最昭六三・六・二一36

＊＊＊ 

…詐害行為取消権自

体が争われたものではないが相続放棄の自

由を強く認めた。 

◎大島俊之「相続放棄と債権者取消権１・２」

法律時報五七巻八号一一七頁、九号一一四

頁以下、一二〇頁 
◎大島俊之・八一頁 
◎吉田邦彦『家族法判例百選四版』二〇五

頁 
◎前田陽一「相続法と取引法―相続人債権

者の債権保全を中心に」伊藤進也編『現代取

引法の基礎的課題(椿教授古希記念)』六八

二頁(有斐閣、一九九九)  
意見なし――太矢一彦 
◎道垣内弘人・一四七頁 
◎伊藤昌司・二八頁 
×池田恒男・註15、618頁、家族法判例百選

五版＜別冊ジュリスト一三二＞二〇八頁以

下、二〇九頁(一九九五)…せいぜい信義則

か権利濫用の主張に限る。 
×我妻栄『新訂債権総論』一七七頁(岩波書

＊＊＊ 
◎菊池信男・小山昇ほか編『遺産分割の研究』(判
例タイムズ社、一九八三) 
◎甲斐道太郎「法定相続分に従わない遺産分割

の効力」『家族法体系Ⅳ』二六六頁(有斐閣、一九

六〇) 
◎中川良延・一六一頁 
◎片山直也・四三頁：最平一一・六・一一で「Ｂへ

単独分割させる内容の協議は、たとえそれが債務

者であるＹ１・Ｙ２の実質的責任財産を減少させるも

のであったとしても、正当性を有する」 
◎千藤洋三・二〇八頁…但しかなり抑制的 
×立石芳枝・加藤ほか編『相続(下)』二一六頁「分

割の方法にまで債権者取消権で関与するのは、

家庭内の私的自治を荒らすような気もする」 
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◎：債権者による介入可 
×：債権者による介入不可 
 
 判例・裁判例を見る限り、②・③の違い（被相続人の債権者か相続人の債権者かの違い、及び、

債権成立が相続開始の前か後かの違い）は、債権者の介入（詐害行為取消権行使を念頭に置く

が、仮差押登記等で相続放棄・遺産分割協議を打ち破ること等も視野に含める）を許すか否かの

違いに、あまり影響していない。他方、①の違い（相続放棄と遺産分割協議との違い）は、債権者

の介入を許すか否かの違いに効いている。 
 学説の傾向を次に見る。なお、③の違いは意識するものとしないものが判例・裁判例・学説で多

いので、とりあえず無視し、①と②に焦点を当てる。 
 被相続人の債権者が相続放棄について詐害行為取消権を行使できるとする学説は見当たらな

い。 
 もう一方の極として、相続人の債権者が遺産分割協議について詐害行為取消権を行使できるか

について、最平一一・六・一一が出たことにより、概ね行使可という傾向がある。学説で最平一一・

六・一一を一般化する傾向への違和感を呈すものも散見されるが、劣勢といえよう。但し、相続人

の債権者が遺産分割協議について詐害行為取消権を行使できるとする一般論は最高裁が結論

づけたものであるから仕方ないとして渋々受け入れる一方でその妥当を狭く考えようとするか37

 被相続人の債権者が遺産分割協議について詐害行為取消権を行使できるか、及び、相続人の

債権者が相続放棄について詐害行為取消権を行使できるか

、狭

く考える必要はないとするかで、学説ではまだまだ相当違憲の隔たりがあるように見受けられる。 

38

                                                 
37 千藤洋三・二一一頁は「相続人の債権者による取消権行使後に行使時には知られていない多額の相続債

務が現れた場合」（大阪高決平成一〇年二月九日家裁月報五〇巻六号八九頁・名古屋高決平成一一年三月

三一日家裁月報五一巻九号六四頁参照）について、「協議後に[相続人の債権者により]取消権が行使され、そ

の後で多額の相続債務の存在が判明した場合に、相続放棄の申述申立が家庭裁判所になされ、受理審判が

下されたとき、先になされた取消権行使そのものが[被相続人の債権者に対する]詐害行為になるというのであろ

うか。それでは、法的安定性をあまりにも損なうので、もはや相続放棄の申述は受理されるべきではない。結局、

今回[最平一一・六・一一]の上告理由にも指摘されているように、この点では他人(取消権者)の行為により、相

続人に多大の損害を被らせることがありうる。この意味においても、遺産分割協議に詐害行為取消権の行使を

認めるのは、制限的でなければならない。」とのべる。 

について、学説は真っ二つと評し

38伊藤昌司・二八頁「フランス民法典系列の相続法には、相続放棄を詐害行為として取り消すことができる旨を

明示した特則が置かれており（フ民七八八条、ケベック民六五五条、ルイジアナ民一〇二一条、イタリア民五二

店、一九六四) 
×平井宜雄『債権総論』二二三頁(弘文堂、

一九八五) 
×奥田昌道『債権総論』二九一頁(悠々社、

一九九二)  
×内田貴『民法Ⅲ』二八〇頁（東京大学出版

会、一九九六） 
×泉久雄『民法学７』二九七頁(有斐閣、一九

七六)  
×鈴木禄弥『相続法講義』二九頁(創文社、

一九九六)  
×星野英一『民法概論Ⅲ』(良書普及会、一

九七八)  
×千藤洋三・二〇九頁 
×鳩山秀夫『日本債権法(総論)』一七六頁

(一九一一)被相続人か相続人か不明 
×於保不二雄『債権総論』一六六頁(一九五

九) 被相続人か相続人か不明 
×右近健男・金法一五七六号四五頁 
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てよかろう。相続放棄について、身分行為だからという理由付けだけでは説得力が乏しくなりつつ

あることは言えるであろうが、相続放棄についてフランスでは詐害行為取消権の対象となりうるの

だから日本でダメなことはないという議論や、フランスではよくても日本の相続放棄はドイツに類似

しているのでフランスと同様には考えられない39

 
といった議論の応酬がなされているようである。 

二-６ 他の債権者保護手段との関係 
 なお、詐害行為取消権行使の可否にこれまで焦点を当ててきたが、詐害行為取消権行使を否

とする論者であっても、債権者の保護を無視するとは限らないことに留意すべきである。取消は認

められないとする論者でも、財産分離（民法九四一条以下：第一種、民法九五〇条：第二種）40ま

たは民法二六〇条（共有物の分割への参加）4142で債権者保護を図ろうとするものがある43

 しかし、取消を認めるべきとする論者は、財産分離はあまり用いられない上に債権者保護として

弱いこと、民法二六〇条の使い勝手がよくないこと、二六〇条と四二四条とで実質的な違いは小

さいので四二四条を排す意義が薄いことなどを論ずる

。 

44

 
。 

二-７ 財産分与との比較 
 相続放棄に関する最昭四九・九・二〇において「相続の放棄のような身分行為」と明言している

ものの、身分行為であるか否かは判例・裁判例・学説であまり重視されていないことを二-２で述べ

た。しかし、確認的に、相続放棄・遺産分割協議以外の身分行為（と言われるかもしれないこと）と

債権者との関係について、ここで触れる。 
 相続放棄・遺産分割協議との対比で最も論じられるのが離婚に伴う財産分与である。最平一一・

六・一一の評釈でしばしば引用される最昭五八・一二・一九45は、財産分与に仮託してされた過大

な財産処分でなければ取消の対象とならないとした。その後出た最平一二・三・九46

                                                                                                                                                                  
四条）、わが国の旧民法も同様であった（財取三三九条）。」 

は、最昭五

39 池田恒男・＿＿？ 
40 財産分離による場合、被相続人の債権者は被相続人の財産だけあてにすべき（第一種の財産分離）、或い

は、相続人の債権者は相続人の財産だけあてにすべき（第二種の財産分離）、ということになるので、本評釈の

視点からは債権者保護としての機能は弱いと位置付けられる。破産手続と存在意義が重なることもあり、「民法

の財産分離の利用度はきわめて低く、ほとんど有名無実」とされる（久留都茂子・家族法判例百選第五版＜別

冊ジュリスト一三二＞二一〇頁(一九九五)）。 
41 フランス民法八八二条が同一一六七条の債権者取消権の特則であるらしい？ 
42梅謙次郎『民法要義巻之二物権編』(復刻版、有斐閣、明治四四年)二一五頁…共有物の協議分割が詐害行

為に当たる場合には四二四条による取消権行使が可能、といっていたらしい。 
43 （川島武宜、星野英一） 
44 （中川良延、高木多喜男） 
45 最判昭和五八年一二月一九日民集三七巻一〇号一五三二頁…Ａが昭和五一年倒産。同年Ｙと離婚。財産

分与としてＡがＹに土地を譲渡。Ａの債権者Ｘが詐害行為取消を主張。「分与者が既に債務超過の状態にあつ

て当該財産分与によつて一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法七六八

条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足り

るような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえない」と最高裁は判示してＹ

を勝たせた。 
46 最判平成一二年三月九日民集五四巻三号一〇一三頁と片山直也・民法判例百選Ⅱ第六版＜別冊ジュリス

ト一九六＞三八頁＆前田陽一・リマークス二〇〇一上三四頁…Ｘが貸金債権の返済をＡに求め六千万余円を

支払うべき旨の確定判決を得ていた。ＡはＹと離婚し、生活補助として月十万円、慰謝料として二千万円をＡが

Ｙに支払う旨の公正証書が作成された。Ｘは主位的に通謀虚偽表示無効を、予備的に詐害行為取消権に基づ

く取り消しを主張した。最高裁は「離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意がされた場合において、

右特段の事情[民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大]があるときは、不相当に過大な部分に

ついて、その限度において詐害行為として取り消される」と判示した。片山直也解説は「最高裁における初めて

の取消肯定例」(三九頁)と述べる[差戻審で幾らの部分が取り消されたのか…データベースに差戻控訴審が載

ってない。高部眞規子・最高裁判所判例解説民事篇平成一二年度二四六頁で解説されているか？]。 
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八・一二・一九の判断枠組みを引き継ぎ、更に慰謝料についても過大である部分だけが取消の対

象となるとした（結論として大筋で債権者勝訴と思われるが過大部分の認定が不分明）。最平一

二・三・九は離婚時の事案であるが、離婚の慰謝料だけでなく慰謝料一般に当てはまると理解さ

れている。財産分与が最平一一・六・一一との対比でしばしば取り上げられるのは、財産分与の適

正部分について詐害行為取消権の対象とならないという判断は、遺産分割協議についても特別

受益・寄与分その他の事情を考慮した適切な内容の遺産分割協議についても当てはまる可能性

があるからであろう。 
 ところで、【財産分与が一般論として詐害行為取消権を排斥する】という命題は、特に清算的財

産分与に関し誤解を招く可能性があると思われる。最平一二・三・九で清算的財産分与について

は扱われていないが、最昭五八・一二・一九と合わせ、当然に適正額の範囲内で詐害行為取消

権を斥けると裁判所は言うであろう。しかしそれは債権者の請求を斥けることを意味するとは限ら

ず、場合によると思われる。分与者の債権者が分与者の婚姻中の業務に関して債権を取得して

いた場合、清算的財産分与としての適正額（夫婦共通財産への婚姻中の他方配偶者の貢献度に

応じて）を算定する際に、当該債権の額は夫婦共通財産から控除される可能性が高かろう47

 更に、最平一二・三・九で扱われた扶養的財産分与及び慰謝料についても、以下の様な疑問が

残る。 

。この

理は、当該債権が契約に基づく債権（貸付金返還請求権）や租税債権である場合のみならず、損

害賠償請求権であっても妥当する可能性があろう。例えば、東電の取締役が業務上生じさせた損

害に関し、今後株主代表訴訟などで莫大な損害賠償を負担させられるかもしれない。この取締役

が離婚するとなった際、夫婦共通財産の額は損害賠償額を控除した額として計算されるのではな

かろうか。財産分与（特にその中核である清算的財産分与）が詐害行為取消権の対象外となると

いう命題から、損害賠償額は清算的財産分与の計算において控除されないという計算方法を導こ

うとする可能性も否定できないが、しかし婚姻中の行為が原因となって損害賠償請求権が発生し

ているのだとすると、結局夫婦共通財産は零（またはマイナス）であるということが通例ではなかろう

か。詐害行為取消権が行使されそうだということは債務者が破産寸前であるということであり、分与

者の債務の発生原因が交通事故によって怪我させたなど分与者の婚姻中の業務と無関係の場

合はともかく、夫婦共通財産は概ね零に近い（またはマイナス）ことが多いであろうから、（清算的）

財産分与が詐害行為取消権の対象外となるという命題自体が間違っていないとしても、適用場面

は稀であろうと思われる。 

 扶養的財産分与が詐害行為取消権を斥ける理由として扶養が優先されると説かれる。しかし、

分与者Ａが元配偶者Ｙと離婚していなければ、Ａが破産し、Ｙも貧しい生活を強いられる(Ａから十

分な生活費の支給を受けることが期待できない)であろう一方、離婚した途端、月十万円(これが民

法七六八条三項に照らし更に減額されるであろうとしても)の給付を受けることができるというのは、

バランスを欠く可能性がなかろうか。 
 慰謝料が詐害行為取消権を斥けるという命題についても、慰謝料として適正な額の範囲につい

て分与者Ａから元配偶者Ｙへの弁済が、Ａの債権者であるＸへの弁済よりもなぜ優先されるのか、

という疑問が湧く。例えばＡが交通事故を起こしてＹに怪我させてＹに(離婚と無関係に)損害賠償

を支払う必要が生じた場合も、ＸはＹに負けるのであろうか、また、例えば過去にＡが交通事故を

起こしてＸに怪我させて損害賠償債務を負っていた場合でも、ＸはＹ（離婚に関係する慰謝料であ

れ離婚と関係ない慰謝料であれ）に負けるのであろうか？過去にＡが交通事故でＸに怪我させて

しまい、損害賠償債務を弁済する前に、Ａが交通事故でＹに怪我させてしまった場合、やはりＹが

Ｘより優先されて遅い者勝ちとなるのであろうか？ＡとＹとの関係は偏頗弁済等に当たらないという

ことなのであろうが、何故なのであろうか。 
 つまり、扶養的財産分与にしろ慰謝料にしろ、旧配偶者ＹをＸと比較して優遇するかのように見

える最昭五八・一二・一九及び最平一二・三・九の一般論について、前二段落のような疑問が残る。

                                                 
47 前田陽一・私法判例リマークス二〇〇一上三六頁。 
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この疑問に関し、債務の弁済は詐害行為取消権の対象とならないから、扶養的財産分与も慰謝

料も詐害行為取消権を斥けるという説明が考えられる。しかし、一方で、複数の取消債権者中で

先走った（いわゆる勤勉な）債権者は、後から出てきた取消債権者の詐害行為取消権を排斥でき

ないとする最昭四六・一一・一九4849がある。結局、いわゆる偏頗弁済やいわゆる勤勉な債権者の

問題と絡めて（更には破産時の優先劣後とも絡めて50

 

）、どのように整合性が図られているのか、

一租税法研究者から見て理解が難しい部分が残る。 

二-８ その他の身分行為 
 財産分与以外の身分行為として、死因贈与について、東京地平一〇・一・二九51は詐害行為と

なりうるとする（事案等）。詐害行為取消権の事案ではないが最平一〇・二・一三52

 民法四二四条二項の身分行為として詐害行為取消権の対象とならない典型例は、婚姻・養子

縁組による被扶養者の増大であるとされる。渡辺達徳は民法四二四条二項の例として「相続の承

認」も挙げる

は「死因贈与に

基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、

信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができ

ない」とした。しかし、控訴審と比べると、常に被相続人の債権者を勝たせるという論理ではなく「信

義則」で若干の含みを持たせている。 

5354

                                                 
48 最判昭和四六年一一月一九日民集二五巻八号一三二一頁…先に弁済を受けた受益者すなわち勤勉な債

権者はその後に勤勉でない方の債権者に詐害行為取消権を行使された場合に「受益の意思表示」をして取消

権を斥けることが、できない。片山直也・民法判例百選Ⅱ第六版四〇頁三章。 

。「共同相続人の一人が特に多額の相続債務を負担するような分割」の場合は

49 伊藤義一＝渡邉信子・ＴＫＣ税研情報一八巻三号一頁以下、一八頁(二〇〇九)参照。債務の弁済が詐害行

為取消権の対象となる例として、最二小判昭和三二年一一月一日、最二小判昭和三三年九月二六日、最三小

判昭和五二年七月一二日、最三小判昭和三九年一一月一七日、広島高判昭和四一年一一月三〇日、最一

小判昭和四二年一〇月一九日、最二小判昭和四八年一一月三〇日、富山地判平成八年九月二七日。 
50 破産法制との関係を意識させられたのは、渕圭吾の指摘（論文刊行済み？）などに負う。感謝する。 
51東京地判平成一〇年一月二九日判タ九八七号二一四頁…死因贈与は、詐害行為となりうる。 
52最判平成一〇年二月一三日民集五二巻一号三八頁…Ａが昭和六二年に子のＸ１・Ｘ２に土地の半分ずつを死

因贈与し、始期付所有権移転仮登記を経由した。Ａが平成五年に死亡。Ｘ１・Ｘ２は平成五年八月三日に限定承

認の申述受理の申立てをし、同月二六日に受理された。Ｘ１・Ｘ２のために同月四日受付で仮登記に基づく本登

記手続がされた。Ａは金銭消費貸借の連帯債務者であり、債権者はＹ。ＹはＡの相続財産の限定内でＸ１・Ｘ２に

対して強制執行をしようとした。Ｘ１・Ｘ２は強制競売の不許を求めた。最高裁は「死因贈与に基づく限定承認者へ

の所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相

続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない」と判示しＸ１・Ｘ２の請求を棄却した。 
 なお山崎俊彦・私法リマークス一九九九上・七二頁以下、七五頁は、相続債権者が常に優先するという論理

（控訴審は信義則に依拠していないのでこの論理に近い）を立ててしまうと「なんらの公示もされないのに相続債

権者を強い位置に置くことにより取引の安全を軽視するという難点があるとのもっともな批判がある」と指摘した上

で、「[死因贈与の]実際の機能に着眼すると老親介護など無償の出捐に対する対価的給付の意味を持つ死因

贈与の存在なども視野に入れなければならない」とし、「第一審判決[控訴審・上告審と異なりＸ１・Ｘ２の請求を認

容]では、Ｘ１らがこうした主張をすることがＸ１らとＹとの間の公平の観点から許されないような特段の事情は認め

られないと判断しているところが暗示的である」と述べている[つまりＸ１・Ｘ２の主張を信義則で封じるのは結論とし

て妥当でない可能性がある？]が、「死因贈与の多様性に見合う法運用が期待される一つの『開かれた』解決法

であったといえよう」と述べている。他方、控訴審東京高判平成八年七月九日に関する武田政明・私法判例リマ

ークス一九九七下九一頁以下、九三頁は、Ｘ１・Ｘ２は不動産がＡの弁済の対象となることを知っていたであろう旨

を述べている（九四頁では山崎評釈同様の対価関係の可能性について言及している）。老親が借金まみれであ

ることを子も知っていて介護などをする代わりに老親の借金の引当財産となるであろう不動産を我が物にしようと

画策した、というような状況であったとすると、生の価値判断としても子を救うべきか（子が借金漬けの老親を扶養

しない自由があるならば話も変わってくるのかもしれないが）債権者を救うべきか非常に悩ましいところではある

し、そうすると一律に債権者を救う控訴審の論理よりは信義則の問題とした最高裁の論理の方が使い勝手が良

さそうではある。 
53 渡辺達徳・法学セミナー五四一号一〇七頁。相続放棄も挙げるが、相続放棄について議論百出であることは
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「財産分離の方法によるのが本筋」55

 
で詐害行為取消権行使を否定する議論もある。 

三 争点一：「その他第三者に利益を与える処分」 
 
三-１ 本判決の民法判例不言及の意味 
 Ｙは控訴審で「身分行為に該当するものについて徴収法三九条が適用されない旨のＸの主張

は、独自の見解にすぎない」と主張しており、これは②の筋に立つものと読める。しかし原審は最

平一一・六・一一に依拠し「財産権を目的とする法律行為としての性質を持つことも明らか」と述べ

ているので、①の筋に立つものと読める。 
 本判決は前述の通り遺産分割協議の性質論を避けている。原々審・原審が最平一一・六・一一

に言及しているにもかかわらず、最平一一・六・一一の「財産権を目的とする法律行為である」とい

う表現を避け、本判決は「相続財産の帰属を確定させるものである」という表現にとどめている。こ

れは、①の筋であると名言することを避けるためであるとも読める5657。これは、相続放棄に徴収法

三九条が適用されるか否かについて結論を先送りにしたかったためであると推測できる58

 
。 

三-２ 遺産分割協議の遡及効をめぐる租税法上の扱いの概観 
 二-２で先述した通り、課税関係に関しては、遺産分割協議について宣言主義的に扱われる場

面と移転主義的に扱われる場面があると整理されている59

 遺産分割協議で法定相続分より多くの財産

。 
60を取得した共同相続人に対し被相続人からの相

続に関する相続税の課税に追加して共同相続人からの贈与に関する贈与税が課せられることは

ないと考えられるし、当該財産に含み益があったとしても贈与した側の共同相続人に譲渡所得に

関する所得税が課せられることはない61

                                                                                                                                                                  
前述した。 

。財産の含み益に関しては、離婚に伴う財産分与時に資

54 相続の単純承認により債務が増える例と詐害行為取消権との関係について判例はない？。 
55 有泉亨執筆・中川善之助編『注解相続税法(上)』一九九頁。 
56 神山弘行・ジュリスト一四二二号一四九頁以下、一五一頁(二〇一一)。 
57 倉見智亮・註77、二五〇頁は「最高裁平成一一年六月一一日判決に拘泥し、国税徴収法三九条自体に示さ

れた適用要件を充足するか否かの判断を欠いている」と批判する。しかし、寧ろ、最平一一・六・一一と無関係で

あるという体裁、及び、あくまで徴収法三九条の解釈しかしていないのだという体裁を取り繕おうとしている、とい

うのが本判決の字面である。無論、字面だけではなく、行間を読む作業として、本判決では徴収法三九条適用

の実質的正当化根拠が示されてないことから、最平一一・六・一一に寄りかかりすぎであるというのが、こうした批

判の主意であろうけれども、私は、【最平一一・六・一一と無関係であるという体裁】がある故に、相続放棄が本判

決の射程外であると断じ難い余地を残している点の方が、気にかかる。 
58 古田孝夫・註6、九五九-九六〇頁は、最昭四二・一・二〇註24と最昭四六・一・二六註25との「違いがあるが、

このような私人間の利益調整の場面における取扱いの差異が、第二次納税義務の成否の場面においても同様

に当てはまるかどうかは、疑問の余地がある。」と留保している。 
59 高橋祐介・ＮＢＬ一四二巻六号五七五(五三)頁以下、五八〇～五八一頁(二〇一〇)。 
60 法定相続分からズレても課税関係が生じないことについて、高橋祐介・註28、五八二頁。 
 特別受益・寄与分を考慮した上での相続分を具体的相続分と呼ぶとして（参照：高橋祐介・註28、五八三頁、

伊藤昌司「疎んじられる具体的相続分」判例タイムズ一〇一六号七七頁以下(二〇〇〇)等）、具体的相続分より

多くの財産を取得させる場合も、租税法上は譲渡・贈与として扱われないと言い切れるか？ 
 伊藤昌司論文は具体的相続分が裁判例により疎んじられていることを嘆いているが、その後の最判平成一二

年二月二四日民集五四巻二号五二三頁は、具体的相続分について裁判では争えない（審判で決着をつける

べき）としている。 
61 この点をめぐり、他の相続人に代償金を交付して単独で相続した資産を後に売却した場合の譲渡所得の計

算において代償金が取得費に算入されるかという問題があり、判例・裁判例は最判平成六年九月一三日判時

一五一三号九七頁を筆頭に算入されないとしており、古田孝夫・註6、九六二-九六三頁でも紹介されている。学

説では批判も根強いものの（例：金子宏・註90、二三二頁、田中治・租税法研究二四号一九六頁等）、裁判例は

一貫している。代償金が取得費算入を否定するものと同系列の裁判例として、千葉地判昭和五五年一月三〇
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産の譲渡があったものとして譲渡した元配偶者に譲渡所得に関する所得税が課せられる62（なお、

資産を譲り受けた元配偶者に贈与税は課せられない63）ことと、対照をなしている。不動産取得税

は相続による不動産の取得に課されないが(地方税法七三条の七第一号)、遺産分割協議による

不動産の帰属の変更についても非課税とする（相続による不動産の取得に該当する）として扱わ

れる（最昭六二・一・二二64

 他方、相続財産が賃貸不動産であるとか事業用資産であるとかいう場合、不動産所得

）。即ち、遺産分割協議について財産そのもの（ストック）の課税関係は

宣言主義的発想に基づくと整理される。 
65・事業

所得に係る所得課税66

 

・事業税や消費税（付加価値税）については、つまり財産そのもの（ストック）

ではなくそこから生ずる果実等（フロー）については、遺産分割協議により財産の帰属が変更され

ても移転主義的発想に基づくと整理される（不遡及主義的発想に基づいて扱われると表現した方

が分かりやすいかもしれない）。 

三-３ 民法四二四条と徴収法三九条との異同 
 本件は徴収法三九条の問題であるにもかかわらず、これだけ民法四二四条が意識されるのは、

「受益者に対して直接第二次納税義務を負わせることにより、実質的に詐害行為の取消をしたの

と同様の効果を得ようというのが徴収法三九条の立法趣旨である」67などと説明されるからである68。

これが【異同】のうちの【同】の面である。しかし以下述べるように【異】の面も無視できない69

 本件はストックの問題である。しかし、徴収法三九条は第二次納税義務を課すだけであり財産の

帰属を変化させるものではないため、民法四二四条と比較して徴収法三九条は一層容易に遺産

分割協議の遡及効にとらわれずに済む、という立論が考えられる。この考え方はＹ側の主張及び

。[異同

をもっと律儀に整理すべき？] 

                                                                                                                                                                  
日訟務月報二六巻四号七〇〇頁、大津地判昭和六〇年一月一四日行集三六巻一号八頁、東京高判平成二

〇年四月二二日税務訴訟資料二五八号順号一〇九四四等がある。なお、代償金の取得費算入を肯定する

とすると、代償分割の際に相続税と譲渡所得に係る所得税が同時に課せられることになる筈であり、学

説の考え方が納税者を利するかどうかは場合によりけりである。 
62 いわゆる名古屋医師財産分与事件・最判昭和五〇年五月二七日民集二九巻五号六四一頁。財産分与のう

ち、清算的財産分与としてなされる資産の移転は共有財産の分割（参照：所基通三三-一の四：共有地の分割）

と同様に資産の譲渡はない（譲渡所得は発生しない）ものとして扱うべきであるという学説が有力である（金子宏

他『ケースブック租税法』三版、§222.02、弘文堂、二〇一一参照。但し学説では再反論もある。窪田充見・佐藤

英明「財産分与と租税をめぐる問題」法学教室三五七号六四頁以下）が、最高裁は資産の譲渡として扱い続け

ている。最判平成七年一月二四日税務訴訟資料二〇八号三頁は、妻の貢献の度合いに応じて夫名義の特定

の財産に対する共有持分が発生しているとすることはできないので、共有地の分割とは違うという論理を採って

いる。 
63 財産分与にかこつけた「過当」な財産的価値の移転がある場合には贈与税が課せられうる。相基通九-八。な

お、元配偶者の家事等の貢献に照らし過当でない財産分与について、所得税も課されないとするのは、賃金・

退職金との対比において非中立的・不公平であると経済的に考えられなくもないが、元々帰属所得が非課税で

あるのでその種の非中立性・不公平は仕方ないであろう。 
64 最判昭和六二年一月二二日判時一二二七号三四頁… 
65 高橋祐介・註28、五八二-五八三頁、国税庁タックスアンサーNo.一三七六Ｑ（未分割遺産から生ずる不動産

所得）、最判昭和六二年七月二日税務訴訟資料一五九号二〇頁、最判平成六年二月七日参照。 
66 相続財産が預金である場合の利子については、概ね源泉分離課税で済ませられるので、預金の帰属の変更

は（外国所在の金融機関に預けている金員でもない限り）、実務上殆ど問題にならないであろうし、仮に問題と

なりうる場合でも遡及しないであろう。 
67 古田孝夫・註6、九五七頁。[吉国二郎ほか編『国税徴収法精解』一七版、二〇〇九、大蔵財務協会、三六七

頁] 
68 占部裕典・判例時報二一〇八号一四八頁＜判例評論六二八号二頁＞以下、一四九頁、高橋祐介・註28、
五八一頁に、不当利得返還請求との関係について触れられている（浅田久治郎ほか『租税徴収実務講座(第三

巻)特殊徴収手続』一三三頁、ぎょうせい、二〇〇三）が、高橋は意味が分からないとしている。 
69 山田・註86、三四頁の表参照。 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/01/06.htm#a-9_8�
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm#q1�
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原審の論理にも現れていた。 
 しかし最高裁は、民法四二四条と徴収法三九条の効果の違いに言及しなかった。この違いを強

調すると、相続放棄（の遡及効に関する民法九三九条）についても、最昭四九・九・二〇にとらわ

れずに、本件と同じ結論を出す方向に途が開かれるところ、そうした可能性を示唆することも最高

裁は嫌がった、と読むことができようか。 
 なお、民法四二四条と徴収法三九条の違いは、Ｘの主張を斥ける方向ばかりに効くとは限らな

い。Ｘは、徴収法三九条は徴税の便宜のための特別な規定であるから、民法四二四条と同等かそ

れより厳しい要件が課せられると論じている。同等というのは、詐害の意思も要件とする（争点二）

ことに繋がりうるし、厳しい要件というのは、最平一一・六・一一の射程外とすることに繋がりうる。制

度の違いを強調し始めると、徴収法三九条の要件は狭くなるべきとも広くなるべきとも論ずることが

不可能ではなく、却って決め手に欠ける議論であるのかもしれない。 
 ところで、詐害行為取消権は行為を私法上取り消すという効果、徴収法三九条は第二次納税義

務（要するに金銭給付義務）だけという違いが強調されうる70一方で、本判決では当然議論される

必要のない事柄であるが、詐害行為取消権の効果について諸説あるようであり、例えば登記につ

いて受益者から債務者に戻すべきなのか、登記が受益者の手元にあるままで総債権者のために

執行にかけるのかとか、議論があるようである。平井宜雄・価額賠償の原則71

 

理論が妥当するなら

ば、結局効果の点でも徴収法三九条との違いは見かけほど大きくないのではないかという気もし

ないでもない。が、今のところ平井説は有力ではあっても少数説であって判例通説ではないと目さ

れる？ 

三-４ 債権者の債権確保可能性と租税債権の脆弱性 
 民法四二四条の典型例は【破産予備軍の関係者vs.銀行】という構図であろう。そして、【債権者

は債務者（被相続人・相続人）の固有財産のみ引当にすべき】という議論は、契約に基づく債権者

が事前に抵当権等債権確保措置を色々講ずることができる筈である、ということも根拠としている

かもしれない。債権者には予測可能性があるから相続（相続放棄なり遺産分割協議なり）の場面ま

で保護する必要はないという議論である[但し債権者の予測可能性は詐害行為取消権を否定する

根拠とはならないとも論じられているらしい？]。 
 この点、租税債権は勝手に成立する場面があり、かつ、債務者ができれば払わないで済ませた

いと思うものである（銀行に対しては、借金を返済しなければブラックリスト入りしてしまい営業継続

に支障が生じるので、租税と比べ返済意欲が高まりやすい）、という脆弱性があると指摘される72

 予測可能性（及び債権確保措置の可否）だけでなく、責任財産の範囲という観点から見ても、

【債権者は債務者（被相続人・相続人）の固有財産のみ引当にすべき】という議論は租税債権に

は当てはまりにくい。誰を納税義務者とするかは【誰に租税負担を負わせるべきか】という経済実

。

この脆弱性に鑑みると、租税徴収との関係で民法四二四条の例として思い浮かべるべきは、銀行

のような契約に基づく債権者ではなく、不法行為の損害賠償債権者などであるかもしれない。 

                                                 
70 古田孝夫・註6、九六〇頁。 
71 平井宜雄「不動産の二重譲渡と詐害行為」鈴木禄弥先生古稀記念『民事法学の新展開』一九九三が様々な

ところで引用されており、少なくとも有力説ではあるのであろう。 
72 租税債権の「脆弱性」という表現は、佐藤英明「破産法改正と租税債権」租税法研究三三巻六八頁以下、八

二頁(2005)等、徴収に関する佐藤英明の一連の議論に負う。これは、租税債権の優先性を租税債権の公益性

で説明しようとしてもなかなか私法（破産法）の人間の理解を得られるものではない（いわゆる「鵺」表現）という経

験から、もっと別の説明・正当化根拠が求められるという発想に基づくそうである。 
 尤も、国税ではなく固定資産税についてであるが、アメリカの固定資産税に関しては日本におけるよりも強い

優先権が与えられており、アメリカの自治体の徴税担当者は、【優先権がなければ財政が賄えなくなるのだから

優先されて当たり前ではないか、えっ？日本における優先権ってそんなに弱いの？】という態度であったそうで

ある（現地調査したのは渡辺徹也）。残念ながら佐藤英明「固定資産税の徴収確保に関する課題について」税

研一四一号一五頁以下(二〇〇八)にはあまり詳しく書かれていない？ 
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体的な考慮ではなく執行の便宜から決められることも少なくない（法人税そのものの存在意義や、

消費税の負担の転嫁や、国税ではないが固定資産税における賦課期日の名義人課税主義等）。

この考慮からすると、引当財産の範囲に関する私法の議論はあまり意味がなく、【誰に第二次納税

義務を負わせても酷ではないと評せるか】という第二次納税義務一般の議論7374

 租税債権の脆弱性と関係あるか定かでないが、租税債権成立前（納税義務成立前）の行為を詐

害行為として取り消すことができるかについて裁判例は積極に解す

の方が重要となる

可能性もある。 

75

 
。 

三-５ 実質的な考慮としての悪質性と扶養 
 本判決は「Ａに詐害の意思のあったことは明らか」と明言しているので、裁判所は悪質であると認

定しているということである。 
 本件でＡは財産取得を諦める代わりにＸから扶養されるという便益を得ようとしている。Ａが法定

相続分通りに財産を取得しＸから扶養されることを諦めていたら、国は通常通りＡから徴税する一

方で、Ａは老齢なので国（自治体）から社会保障給付（生活保護等）を受けるかもしれない。しかし

生活保護等などの受給は容易ではなく、国（自治体）はＸにＡを扶養する負担を押し付けようとす

るであろう。そうすると、ＸはＡの扶養義務を負わされるばかりでその見返りを何ら要求できないの

か、という不満を募らせるであろう。 
 これは、子に扶養義務を課す規定（民法八七七条一項）があるのだから仕方ないと居直ることも

できなくもない。親に財産がない場合に子が親を扶養する義務が免除されるとは書かれていない

こととのバランスから、Ｘの言い分は贅沢であると評す余地もある。が、扶養的財産分与適正額は

詐害行為取消権の対象とならないとした最平一二・三・九註46（前述の通り私はこの論理に一抹

の疑問を抱くのであるが）や、財産分与が適正であるので徴収法三九条を斥けるとした東京地昭

四五・一一・三〇7677

 もし、最平一二・三・九や東京地昭四五・一一・三〇とのバランスを考え、かつ、本件のＸの扶養

との関係で、アンバランスではないかとの疑問も芽生える。 

                                                 
73 『租税長州制度調査会答申』第三の一の１(昭和三三年一二月)？ 
 第二次納税義務は滞納者と法形式上の財産等帰属者との実質的同一性を根拠とするが、徴収法三九条が詐

害行為取消権簡易版として機能することを期待されているという点は、実質的同一性と相容れない面かもしれな

い。本件のような場面でＡとＸは実質的に同一であると評価できるか、論者によって感触が変わるであろう。Ａが

Ｘから扶養してもらうことを期待しているという部分に関しては、Ｘを隠れ蓑にしようとしているから実質的に同一

視して構わない、とも言えるのかもしれない。 
74 第二次納税義務者による主たる納税義務に関する争いの可否について、可とした最判平成一八年一月一九

日民集六〇巻一号六五頁（租税判例百選第五版二六事件三木義一解説）参照。 
75 大阪高判平成二年九月二七日訟月三七巻一〇号一七六九頁… 
76 東京地判昭和四五年一一月三〇日判時六一三号二三頁…Ａは七〇〇万円程滞納していた。Ａは妻Ｘに五

〇〇万円を贈与した。国税局長Ｙは徴収法三九条に基づきＸに五〇〇万円の第二次納税義務があるとして告

知処分をした。裁判所は「第二次納税義務は、形式的には第三者に財産が帰属しているが、実質的には滞納

者にその財産が帰属していると認めても公平を失しないような場合に、その形式的な権利の帰属を否認すること

により私法秩序を乱すことを避けて、形式的に権利が帰属している者に対して補充的に納税義務を負担させる

ことによつて租税徴収の確保を図らんとする制度」であり、「三九条の規定する無償譲受人等の第二次納税義

務は、滞納者が純粋な経済的動機からは考えられないような処分行為をしたことによつて国税の徴収を免かれ

る結果を招来した場合」[傍線：浅妻]を扱っているとし、Ａが妻子に迷惑をかけたこと侘び、離婚は避けられない

が子を育てた妻に感謝するため、ＡがＸに千万円支給する旨約諾し、その半金として五〇〇万円を交付したと

いう事情に照らし、「一つ一つの約因についてみれば格別、これらを総合して判断すれば、前叙のごとき事実関

係のもとにおいては、資産の見るべきもののないＡにとつても、右約旨に基づいて支給された五〇〇万円は、ま

さに、必要かつ合理的な理由に基づくものであり、国税徴収法三九条所定の処分行為に該当しない」としてＸの

請求を認容した。 
77 倉見智亮・同志社法学六三巻三号二三五(一六九三)頁以下、二四四頁は「家族関係について形成された

私法秩序を課税によって変動させるべきでないという考えや、将来の生活費などに対しては課税を抑制すべき

であるという考えによって規律されているように窺われる。」と論ずる。 
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負担に配慮するならば、本件で認定された「六七四八万四五二三円の利益」の全てが徴収法三

九条の対象となるべきではなく、例えばＸがＡを扶養するコストが二〇〇〇万円と見積もられるなら

ばその分も控除した四七四八万四五二三円が徴収法三九条にいう「処分により受けた利益が現

に存する限度」であるとして徴収法三九条を運用することも考えられないではない78

 しかしそうした運用の可能性も本判決は切り捨てているかのようにも読める。とすると結局、扶養

の負担は扶養義務の話、第二次納税義務は別の話、という割り切りで、ここの実質論はあまり顧み

られないということになろうか。 

。誰が扶養コ

ストについて主張立証責任を負うべきかという問題は残るものの、本件の事実関係において扶養

コストとして合理的に見積もられる額が零円の筈はないといった主張はできまいか。 

 
四 争点二：詐害の意思 
 
四-１ 詐害の意思は独立の争点か？ 
 民法四二四条において明文で詐害の意思（「債権者を害することを知って」）が要件の一つとな

っている。他方、徴収法三九条において詐害の意思に関する記述はなく、文理解釈として考える

と詐害の意思が徴収法三九条の要件となるとはいいにくい。 
 立法の経緯からしても、徴収法三九条の前身である旧国税徴収法四条の七（明治三〇年三月

二九日法律第二一号。昭和三四年四月二〇日法律第一四七号全文改正前）の差し押さえを免

れる目的という要件が削られていることが指摘されている79

 裁判例でも詐害の意思は不要であるとされてきたし、学説でも支持されているといってよかろ

う

。 

80

 立法経緯・裁判例・学説に照らしてＸの主張の勝ち目は皆無とまでは言わないものの元から殆ど

無かったものといえる。が、Ｘの言わんとすることを勝手ながら忖度すると、徴収法三九条の「その

他第三者に利益を与える処分」の解釈に幅があり規範的にこの要件の広狭を決めざるをえない

。 

81

                                                 
78 倉見智亮・註77、二四六頁。 
79 高橋祐介・註28、五八三頁、青木康國・租税判例百選第五版＜別冊ジュリスト二〇七＞五〇頁以下、五一頁

(二〇一一)、佐藤英明・註80、一三七頁。  
80 東京地判昭和五〇年三月二四日行集二六巻三号三七六頁、大阪高判昭和五四年九月一三日行集三〇巻

九号一五四六頁、名古屋高判平成元年九月二五日シュトイエル三三二号一頁、金沢地判平成一七年七月二

五日(名古屋高金沢支判平成一八年八月三〇日)、大阪地判平成一九年一二月一三日判タ一二六九号一六

九頁（大阪高判平成二〇年六月九日）等、及び佐藤英明・ジュリ一三八五号一三六頁以下等。 
81 マグワイア（Mark David McGwire）選手・ソーサ（Sammy Sosa）選手のホームランボールに高値がつきそうで

あった一九九八年、ホームランボールを最初に拾った人が打者に当該ホームランボールをすぐに投げ返してし

まうと、拾った人から打者への贈与が成立し贈与税が課せられることになるか（なお、日本では贈与税が受贈者

に課せられる一方、アメリカでは贈与者に課せられる）、ということがアメリカの議会等で議論されたことがあった。

杓子定規に考えると贈与税が課せられそうであるし、贈与税が課せられるとＩＲＳ（内国歳入庁）は一度は表明し

たそうであるが、世間の反発を浴び、そうした事態が生じた場合に贈与税は課せられない、とＩＲＳは表明したそう

である。法律の解釈適用は、インフィールドフライの判定と同様に、一義的明確なものではない、ということのよう

である。薄井信明「三億円のホームラン・ボール」税務弘報二〇〇一年一〇月一一三頁参照。 
 日本で同様のことが起きた場合、ホームランボールを最初に拾った人がボールの所有権を取得する（無主物

先占なのか球団からの贈与なのか法律構成について若干不分明なところは残るが）という慣行が定着していると

ころ、最初のボール拾得者が国税滞納者であるにもかかわらずすぐに打者にボールを投げ返してしまうという事

態が生じた場合、徴収法三九条の「譲渡」または「その他第三者に利益を与える処分」を満たすのかという問題

が起きうる。行為だけを見れば、ボール拾得者から「第三者に利益が与える」行為が存在しているように見える。

しかし、アメリカ流の解決を参照すると、「譲渡」も「処分」もない、という解決もあるかもしれない。 
 債権譲渡通知（対抗要件を備える）は債権譲渡自体（責任財産減少に繋がる行為）と区別されるので詐害行

為取消権の対象とならないとしたものとして、最判平成一〇年六月二一日民集五二巻四号一一二一頁(より正

確には、担保権設定行為が責任財産減少行為であり、担保権の実行行為としての債権譲渡通知は詐害行為

取消権の対象とならない)。不動産登記について大判明治四〇年三月一一日民録一三輯二五三頁(滝沢昌彦
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ところ、詐害の意思がない行為が徴収法三九条の「その他第三者に利益を与える処分」に当たら

ないという解釈方法を提示しようとした、と考えられる82

 詐害の意思要件に関する本判決の判旨そのものへの異論は少ないであろう一方、Ｘの主張に

心情的に理解を示そうとするならば、争点二は、独自の争点を形成するものと考えるよりも、争点

一に関する争点三の当てはめの問題として位置づけた方が、座りが良いように思われる。 

。Ｘは、「その他第三者に利益を与える処分」

がないと主張する際に、遺産分割協議が身分行為であることを強調している。これは、民法四二

四条二項の「財産権を目的としない法律行為」を意識すると同時に、徴収法三九条の文言のうち

「処分」に当たらない、と主張しているものと理解できる。他方、「詐害の意思」に関するＸの主張は、

【詐害の意思がない行為は特段の事情なき限り「第三者に利益を与える」ものとは規範的に言えな

い】というものとして再構成できるのではなかろうか。 

 
四-２ なぜ傍論を述べたか？ 
 調査官解説は「下級審の裁判例において、滞納者に詐害の意思のあることが徴収法三九条所

定の第二次納税義務の成立要件か否かが争われた事案が散見されたことから、本判決は、この

点の法律解釈を、遺産分割協議の場合に限らない一般的な形で明示的に示したものと考えられ

る。」83

 遺産分割協議の性質論や民法四二四条に関する先例への言及を避けている一方で、徴収法

三九条と詐害の意思に関する傍論をなぜ敢えて述べているのかという疑問は湧いてしまう。整合

的に理解しようとすると、前者は民法の問題であるから言及しなかった一方、後者は租税法の問

題だから言及した、という形式論理が考えられる。 

と述べる。それは嘘ではなかろう。 

 前者に関して前述のような慎重な態度を示しているにもかかわらず租税法に関して敢えて傍論

を述べたのは、将来に向けて実務家に予測可能性を提供しようとしたのであろう。しかし、争点三

の当てはめの問題とも重なるが、踏み込み過ぎの記述なのではないか、との印象は拭いがたい。 
 四-１で述べた通り、詐害の意思が要件でないと解釈すること自体への異論は少ないと見込まれ

るところ、本判決が「前記事実関係によれば、Ａに詐害の意思のあったことは明らかである上」84と

述べずに「そもそも同条の規定によれば、滞納者に詐害の意思のあることは同条所定の第二次納

税義務の成立要件ではない」とだけ述べていたならば、この部分はあからさまな傍論とはならな

い85

 逆に読むと、【詐害の意思がない行為は特段の事情なき限り「第三者に利益を与える」ものとは

規範的に言えない】という議論をも潰す強い意図が最高裁にあったかもしれない？[我ながら論理

不明。もっと煮詰めて] 

し、今後の事案における争点一のうちの「その他第三者に利益を与える」の解釈・当てはめを

睨みながら具体的事実関係に応じた柔軟な解決を図る余地が残される。例えばＸがＢを介護して

いたからＸが法定相続分（ないし具体的相続分）より多めに相続しましたという場合に「その他第三

者に利益を与える」に当たらないという余地がないではない。 

 
五 当てはめと射程 
 

                                                                                                                                                                  
＠民法判例百選Ⅱ第六判三七頁)。これと同様の理は恐らく徴収法三九条にも当てはまるであろう。 
82 詐害の意思に関し、高橋祐介・註28、五八九頁が判旨内部の矛盾（詐害の意思が要件でないとしながら、Ａ

の意図が実質的な決め手となったのではないか）を指摘し（同様の指摘として倉見智亮・註77、二四四頁等）、

神山弘行・註56、一五二頁が判旨を善解する余地を示す。 
83 古田孝夫・註6、九六〇頁。 
84 本件はＡすなわち債務者の詐害の意思に着目しているが、神戸地昭五三・二・一〇註33では受益者（不動

産の単独名義を得た妻）の認識に焦点が当たっている。詐害の意思というのは債務者の認識を問うのか受益者

の認識を問うのか？。 
85 よくよく検討すれば傍論であると位置付けられる可能性は高いが、しかし詐害の意思が要件とされないことに

ついて前述の通り立法経緯等も踏まえ異論は少ないと見込まれる。 
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五-１ 当てはめ：法定相続分と具体的相続分 
 学問上の最大の興味関心は相続放棄との関係に向けられるであろうが、実務上は、どのような

遺産分割協議が徴収法三九条等の標的となるかが、最大の関心事となろう86

 判旨は当てはめについて「前記事実関係の下で、本件遺産分割協議が第三者に利益を与える

処分に当たるものとし、Ｘについて第二次納税義務の成立を認めた原審の判断は、正当」と述べ

ているだけである。当てはめに関し手がかりとなりそうな表現は「滞納者である相続人にその相続

分に満たない財産を取得させ、他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであると

き」くらいしかない。 

。 

 しかし、法定相続分が常に基準となるとは到底思えない。少なくとも、特別受益と寄与分を考慮

した上での具体的相続分が、法定相続分とずれるという場面において、徴収法三九条が適用され

ないとの判決文上の手がかりはないものの、しかし適用されないであろうと予測したい。徴収法三

九条が適用されないセーフハーバーとしての具体的相続分を考える際に、特別受益・寄与分・遺

言の三つを考えるべきか、遺言は無視すべきか、という微妙な問題は残る。 
 また、更に微妙と思われるのは、滞納者が非嫡出子であるときに（最高裁が非嫡出子相続分差

別違憲判断を出しそうであるということが世に知れ渡っているにもかかわらず）法定相続分通りに

相続させたならば徴収法三九条の要件を満たす（非嫡出子が相続分差別違憲判断を求めて提

訴しないことを、嫡出子に利益を与える処分と見る）こととなるのかという問題も考えられる。逆に滞

納者が嫡出子であるときに法定相続分を無視して非嫡出子と均分相続をしたならば、最高裁判例

に従い徴収法三九条の要件を満たす（嫡出子が均分相続まで譲る必要がないのに譲ったことを、

非嫡出子に利益を与える処分と見る）こととなるのかという問題も考えられる。 
 私としては、本件における法定相続分（恐らく具体的相続分を加味してもなお）からの乖離度合

いの激しさに鑑み、法定相続分或いは具体的相続分としてきっちり説明できる範囲から少しでも

外れれば「その他第三者に利益を与える処分」に当たる、とするほどのものではない、と本判決を

解したいし、これが大方の租税法学者・租税実務家の願うところであろうとも推測している87。特別

受益や寄与分の認定でも固いところがあり、被相続人或いは相続人中の誰かの介護負担等が常

に具体的相続分の算定に反映されるとは言いきれず、しかも具体的相続分は裁判で争う途が確

保されていない（良く言えば審判における柔軟な運用に期待するということかもしれないが、悪く言

えば法的保障が弱くなる恐れもある）88。また民法四二四条の適用範囲に関しても、或る程度（ど

の程度かは論者によってかなり開きがありそうであるが）の外れ具合は正当化の余地があると学説

は考えているものと見受けられる89

 しかし、本判決文を読む限り、法定相続分（許されるとしてもせいぜい具体的相続分）としてきっ

ちり説明できる範囲から少しでも外れれば「その他第三者に利益を与える処分」に当たる、という

余地は残っている。 

。 

 もし、徴収法三九条が適用されない領域を、法定相続分（せめて具体的相続分）よりもう少し緩く

広げて考えることが許されるとすると、どのような基準が立てられようか。徴収法三九条と全く関係

ないが、租税法律家が馴染んでいるのは所得税法一五七条同族会社規定に関する「税を不当に

                                                 
86 低額譲渡（時価の半分が基準となるか？）との比較について、基本通達三九条関係七、高橋祐介・註28､五
八七頁、山田二郎・月刊税務事例四三巻五号三二頁以下、三三頁(二〇一一)。 
87 調査官解説である古田孝夫・註6、九五九頁は「本判決が、遺産分割協議は『第三者に利益を与える処分』

に当たり得る
．．．．．

として、これに当たらない場合があり得ることを留保」[傍点：原文]と述べる。わざわざ傍点を施して

いるところに、【徴収法三九条の適用範囲を広げて納税者を脅す】というつもりはない、との気持ちを読み取るこ

とはできないであろうか。 
88 伊藤昌司・註60及び同註で挙げた最平一二・二・二四参照。 
89 池田恒男・家族法判例百選第七版＜別冊ジュリスト一九三＞一四二頁以下、一四三頁は遺産分割協議が

詐害行為取消権を斥けることを正当化する例として「将来の家業の承継や生存配偶者たる父母の扶養や世話も

含まれてよく」と述べる。しかし池田恒男は債権者より相続人の利害を重視する傾向があるらしい？民法学説で

このような主張への賛否がいかほどかは分からない。 
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減少させる」の解釈であり、一般的には、純経済人の行為として不合理・不自然な取引等の行為・

計算によって税負担が減る場合が「不当に減少」に当たると解釈されている90ことが参考となるとは

考えられないであろうか91。本件でいうと、Ａを扶養する負担を見越してＸが法定相続分（及び具

体的相続分）より少し多めに財産を取得したとしても、ＡとＸが利己的な純経済人であったならば

不自然ではないであろうという程度の差であれば、徴収法三九条は適用されない、しかし本件の

約八千万円の差は扶養負担を加味しても純経済人として不自然である、という考え方に繋がる92

 尤も、自分で書いておきながらではあるが、この基準には条文上の難点がある。所得税法一五

七条に「不当に」の文言がある一方で、徴収法三九条の「第三者に利益を与える」が「不当に」と同

程度に狭められるのか、という難点である。【Ａの扶養の負担をＸに押し付けたまま、第二次納税

義務を課すことの何が悪いのか。親に財産がない普通の子であっても扶養義務がなくなる訳では

ないこととのバランスを考えよ】との批判もありえないではない。 

。

【法定相続分（せめて具体的相続分）から少しでも差があれば徴収法三九条を適用します、しかし

Ａの扶養の負担はＸに押し付けます】というよりは、人情味があるとはいえまいか。 

 
五-２ 遺産分割協議と離婚に伴う財産分与との比較 
 離婚に伴う財産分与が適正額の範囲である限り、詐害行為取消権を斥けるという最高裁の考え

（私は少し疑問を抱いているが）は、遺産分割協議が法定相続分（せめて具体的相続分）から或る

程度外れていても正当化要素のある限りで徴収法三九条の適用を排すとの考えに結び付けられ

まいか。 
 但し、清算的財産分与と扶養的財産分与・慰謝料との違いは意識すべきである。清算的財産分

与は元配偶者の本来の取り分を明確化させるだけのものであるからである（但し清算的財産分与

が詐害行為取消権を斥けるという命題の正当性はあっても適用事例は限定的と思われる）。従っ

てこれは特別受益・寄与分を含めた具体的相続分の算定と同程度の位置付けとなると思われるし、

清算的財産分与が譲渡所得の起因となる資産の譲渡に当たるという議論とは全く別筋のものと位

置付けられよう。 
 
五-３ 相続放棄 
 相続放棄が徴収法三九条を斥けるか9394

                                                 
90 金子宏『租税法』四三〇-四三一頁(一七版、弘文堂、二〇一二)参照。いわゆる南日本高圧コンクリート株式

会社事件・福岡高宮崎支判昭和55年9月29日行集31巻9号1982頁、いわゆる明治物産事件・最判昭和33年5月
29日民集12巻8号1254頁の控訴審参照。もう一つの基準として、「非同族会社では通常なしえないような行為・

計算、すなわち同族会社なるがゆえに容易になしうる行為・計算がこれにあたる」というのもある。いわゆる明治

物産事件の一審参照。本稿で両基準の異同について深入りはしない。 

について、本判決を書いた最高裁は手掛かりを残さな

いように苦心した跡が見受けられる。従って、本判決の射程が相続放棄に及ぶか定かでない。但

し、【相続放棄は身分行為であるから云々】というだけの理由付けでは説得力を失いかけているに

91 占部裕典・速報判例解説＜法学セミナー増刊＞九号二二五頁以下、二二八頁(二〇一一)参照。東京地昭

四五・一一・三〇が参考となろうか？これは純経済人としての不自然・不合理な滞納者の行為を標的にしている

と解釈できるか？ 神山弘行・註56、一五〇頁、東京地判昭和五〇年三月二四日行集二六巻三号三七六頁、

山口地下関支判昭和四四年一二月一六日訟務月報一六巻三号二四八頁、東京高判昭和五七年一〇月一八

日行集三三巻一〇号二〇六五頁、東京地判平成九年八月八日判時一六二九号四三頁。 
92 古田孝夫・註6、九五九頁。 
93 相続放棄にも本判決の射程が及ぶと論ずるものとして、神山弘行・註56、一五一頁。調査官解説を書いた古

田孝夫は、ジュリスト一四二三号九八頁以下、九九頁(二〇〇一)においても、註6の九六四頁においても、わざ

わざ神山弘行評釈に言及しており、最高裁判事の心はともかく調査官の心としては相続放棄に徴収法三九条

（及び詐害行為取消権も？）を及ぼすことに積極的なのであろうか？ 
94 伊藤義一・註49、二二頁は、相続放棄を勧めなかった「関与税理士が民事上の損害賠償責任を追求された

可能性もある。」と論ずる。しかし相続放棄が徴収法三九条を斥けると最高裁が判断するか不分明であるとする

と、この税理士は救われるということになろうか？ 
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もかかわらず、相続放棄と遺産分割協議との違いは、詐害行為取消権のみならず様々な論点に

関する民法判例・裁判例で強固に積み重ねられている（それらをめぐる学説の評価は一様ではな

く、判例・裁判例の傾向はけしからんというだけでは済まされそうにない）、ということは指摘できる。 
 将来相続放棄の事案が現れた際、徴収法三九条を適用すると最高裁が判断するとしたならば、

判例変更が必要であるとまでは言いきれないかもしれない（但し本判決が原審までの議論と異なり

徴収法三九条と民法四二四条との違いを強調していない点は指摘できる）ものの、相続放棄に関

する制度説明が従来の最高裁判例におけるものから変化するであろう。 
 
五-４ 遺言による本判決の射程の回避 
 本判決への租税法学者の違和感は、高橋祐介の次の言葉で説明されよう。「本件と同様の状況

にある滞納者は、相続放棄のみならず、例えば遺言による相続分の指定（民法九〇二条1項）によ

り、第二次納税義務の成立を阻止できるから、結局本件のＡやＸは、運悪く不注意な者に対する

罠（trap for the unwary）にはまっただけにすぎない。本最高裁判決が、本件と同様の状況にありな

がらも注意深い滞納者へ与える影響はほとんどない。」 
 このうち、相続放棄については、将来の最高裁の判断を予測できない。 
 さて、ＢがＡに相続させないような遺言をしておけば、Ａが徴収法三九条にいう「その他第三者に

利益を与える処分」をした者に該当することはない。しかし、Ａの債権者がＡの遺留分減殺請求権

を債権者代位権によって代位行使することができるか、という問題は残る。大島俊之は「相続人の

債権者は遺留分減殺請求権を債権者代位権によって代位行使することができないとしている95。

しかし、学説においては、代位行使を肯定する説がやや有力である。」9697

 

と述べている。この有力

学説が今後民法判例に採り入れられるならば、徴収法三九条を使うことなく、国税通則法四二条

を経由して債権者代位権を行使すればよい。そしてこの問題は本判決の射程から外れる。 

六 残された課題 
 遺産分割協議がどのような内容であったならば徴収法三九条その他の手段により課税当局の追

求を受けることとなるのか、離婚に伴う財産分与との比較や相続放棄や遺留分との関係について

は五で述べたとおりである。しかしこれらは実体法上の問題を考えただけであるという恨みがある。 
 もっと視野の広い問題提起として、高橋祐介評釈は「第二次納税義務制度は偏頗行為を念頭

に置いていないなど、納税資金確保につき必ずしも首尾一貫した、しかも効率的な徴収手段を講

じているわけではない。本最高裁判決は、破産法上の否認権（破産法一六〇条以下）のように、

制度的な立て付けを今一度再検討すべき機会を与えているのかもしれない。」98

 尤も、国税徴収法立法担当者への同情心が湧かないでもない。相続放棄と遺産分割協議をめ

ぐる詐害行為取消権の扱いという論点だけでも民法学説で激論が戦わされている上に、

と結んでいる。こ

の指摘は立法コストを度外視すれば真っ当である。 

二-７で触

れたような財産分与と詐害行為取消権の問題や偏頗弁済・勤勉な債権者の扱い、そして破産法

性の扱いを統合して議論することは、（やらなくて良いことではないが）とんでもない難題ではある。 
 
 本件に関する調査官解説として古田孝夫・ジュリスト一四二三号九八頁、同・法曹時報六四巻

四号九五二頁(二〇一二)があり、先行評釈として青木康國・税判例百選五版五〇頁、伊藤義一・

渡邉信子・ＴＫＣ税研情報一八巻三号一頁、占部裕典・速報判例解説＜法学セミナー増刊＞九

号二二五頁、占部裕典・判例時報二一〇八号一四八頁判例評論六二八号二頁、倉見智亮・同

                                                 
95 東京高判平成一〇年二月五日判時一六五三号一一四頁 
96 大島俊之・平成一一年度重要判例解説＜ジュリスト臨時増刊一一七九＞八〇頁以下、八一頁(二〇〇〇)。 
97 被相続人の財産処分の自由を蔑ろにしすぎではないかという疑問も湧くが、元々遺留分がそのような汚らわ

しい介入的な制度であるから仕方ないということなのかもしれない。 
98 高橋祐介・註28、五九二頁。 
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志社法学六三巻三号二三五(一六九三)頁、神山弘行・ジュリスト一四二二号一四九頁、高橋祐

介・民商法雑誌一四二巻六号五七五頁、林仲宣・高木良昌・税務弘報五九巻八号六四頁、堀招

子・税経通信六五巻一四号一五一頁、前川勤・東北法学三六号二二一頁、山田二郎・月刊税務

事例四三巻五号三二頁がある 
 
規定 
国税徴収法39条（無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務） 滞納者の国税につき滞納処分を執行して

もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定

納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲

渡（担保の目的でする譲渡を除く。）、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、

これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度（これ

らの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限

度）において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。 
 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/03/039/01.htm 
国税徴収法基本通達第39条関係3（譲渡） 法第39条の「譲渡」とは、贈与、特定遺贈、売買、交換、債権譲渡、出資、

代物弁済等による財産権の移転をいい、相続等の一般承継によるものを含まない。この場合において、売買、交換又

は債権譲渡についてはそれにより取得した金銭又は財産が、出資についてはそれにより取得した持分又は株式が、

代物弁済についてはそれにより消滅した債務が、それぞれ法第39条の「対価」である。 
(注) 

1 包括遺贈（民法第964条参照）があった場合には、通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》の規定の

適用がある。 
2 強制換価手続による所有権の移転は、上記の譲渡には含まない。 
3 滞納者が、例えば、生計を一にする親族（第37条関係6、民法第725条）の生活費、学費等に充てるためにした

社会通念上相当と認められる範囲の金銭又は物品の交付は、法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の

対価による譲渡」には当たらない。 
 
5（第三者に利益を与える処分） 法第39条の「その他第三者に利益を与える処分」とは、譲渡、債務の免除以外の処

分のうち、滞納者の積極財産の減少の結果（滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果に

よるものを除く。）、第三者に利益を与えることとなる処分をいい、例えば、地上権、抵当権、賃借権等の設定処分、遺

産分割協議（平成21.12.10最高判参照）がある。この場合において、地上権等の設定により受けた反対給付（例えば、

権利金、礼金等）があるときは、それが法第39条の「対価」に当たる。 
 
11（親族その他の特殊関係者） 法第39条の「親族その他の特殊関係者」は、第38条関係1から8までと同様である。

ただし、法第39条の親族その他の特殊関係者に該当するかどうかの判定は、原則として、無償譲渡等の処分の基因

となった契約が成立した時の現況によるものとする。したがって、権利を取得し、又は義務を免れた時に特殊関係者

に当たらなくても、契約が成立した時に特殊関係者に当たる場合には、法第39条の規定が適用される。 
 
15（受けた利益が地上権の設定等である場合） 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が地上権等の用

益物権の設定、賃借権の設定、抵当権等の担保権の設定等である場合には、12に準じて法第39条の「利益が現に

存する限度」の額を定める。この場合において、受けた利益が抵当権等の担保権の設定である場合には、物上保証

をした者に通常支払われるべき保証料の額が、受けた利益に当たる。 
 
国税通則法42条（債権者代位権及び詐害行為取消権） 民法第423条（債権者代位権）及び第424条（詐害行為取消

権）の規定は、国税の徴収に関して準用する。 
 
民法260条（共有物の分割への参加） 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、

分割に参加することができる。 
２ 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、そ

の分割は、その請求をした者に対抗することができない。 
 
民法423条（債権者代位権） 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。

ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。  
２ 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができ

ない。ただし、保存行為は、この限りでない。 
 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/03/039/01.htm�
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民法424条（詐害行為取消権） 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に

請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において

債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。  
２ 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。 
 
民法900条（法定相続分） 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分

の一とする。 
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分

の一とする。 
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子

の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母

の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 
 
民法902条（遺言による相続分の指定） 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を

定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する

規定に違反することができない。  
２ 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他

の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。  
 
民法903条（特別受益者の相続分） 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のた

め若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額

にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は

贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。  
２ 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を

受けることができない。  
３ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない

範囲内で、その効力を有する。  
 
民法904条の2（寄与分） 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の

療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続

人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを

相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその

者の相続分とする。  
２ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者

の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。  
３ 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることが

できない。  
４ 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすること

ができる。 
 
民法906条（遺産の分割の基準） 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職

業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 
 
民法907条（遺産の分割の協議又は審判等） 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除

き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 
２ 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続

人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。  
３ 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、そ

の分割を禁ずることができる。 
 
民法909条（遺産の分割の効力） 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者

の権利を害することはできない。 
 
民法939条（相続の放棄の効力） 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの

とみなす。 
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民法941条（相続債権者又は受遺者の請求による財産分離） 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月

以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続

人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。 
２ 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者

及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなけ

ればならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 
３ 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。 
 
民法950条（相続人の債権者の請求による財産分離） 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続

人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。  
２ 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合に

ついて準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。 
 
 
第二次納税義務告知処分取消請求事件 
東京地方裁判所平成１９年（行ウ）第２９０号 
平成１９年１０月１９日判決 
 
       主   文 
 
１ 原告の請求を棄却する。 
２ 訴訟費用は原告の負担とする。 
 
       事実及び理由 
 
第１ 請求 
 関東信越国税局長が原告に対して平成１８年６月１９日付けでした，６７４８万４５２３円を限度とする納税者Ａの

別紙滞納税金目録記載の滞納国税及び滞納処分費に係る第二次納税義務の告知処分を取り消す。 
第２ 事案の概要 
 原告の父であるＡは，別紙滞納税金目録記載の滞納国税の納付義務を負っていたところ，原告の母を被相続

人とする相続財産の相続に関し，法定相続人であるＡ，原告及びＢの間でした遺産分割協議の結果，上記相続

財産の１割以下に相当する財産を取得するにとどまり，原告がその６割以上に相当する財産を取得することとな

った。本件は，原告が，関東信越国税局長から，上記遺産分割協議に基づき原告が法定相続分を超える財産

を相続したことは国税徴収法（以下「徴収法」という。）３９条が規定する財産の譲渡，処分等により権利を取得し

たことに当たるとして，原告の受けた利益の限度額において第二次納税義務を負う旨の告知処分をされたため，

遺産分割協議は同条の規定する財産の譲渡，処分等には当たらないなどと主張して，同告知処分の取消しを

求める事案である。 
１ 前提事実 
 本件の前提となる事実は，以下のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により認めることのできる事実は，括弧

内に認定根拠を付記しており，その余は，当事者間に争いのない事実である。 
（１）相続の発生及び遺産分割協議について 
ア 原告の母であるＣ（以下「本件被相続人」という。）は，平成▲年▲月▲日に死亡した。その法定相続人は，

本件被相続人の夫であるＡ，長男である原告及び次男であるＢ（以下，併せて「本件相続人ら」という。）の３名で

あった。 
イ 本件相続人らは，平成１７年６月９日，別表１「遺産分割による相続財産の取得の内訳」記載のとおりの内容

の遺産分割協議（以下「本件遺産分割協議」という。）をし，それぞれ相続財産を取得した。（乙１） 
 本件遺産分割協議の時点における本件被相続人の相続財産の合計は２億０１８９万３７９４円であったところ，

Ａの法定相続分は２分の１であるが（民法９００条１号），本件遺産分割協議の結果，Ａは上記相続財産の１割以

下である合計１９９４万１５２０円相当の財産を取得することになり，他方，原告の法定相続分は４分の１であるが，

本件遺産分割協議の結果，原告は，上記相続財産の６割以上である合計１億２７９０万１９１８円相当の財産を取

得することとなった。（乙１，弁論の全趣旨） 
ウ 本件相続人らは，平成１８年３月２２日，高崎税務署長に対し，本件被相続人の相続に係る相続税の申告書

を提出した。 
（２）被告による第二次納税義務の追及について 
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ア 被告は，平成１８年６月１９日現在，Ａに対し，別紙租税債権目録記載のとおり，既に納付期限を経過した１１

億６７７８万３４９７円の国税債権を有していた（乙２）。 
イ 関東信越国税局長は，本件遺産分割協議が平成１７年６月９日に行われたものであるところ，最も新しい同１

０年分申告所得税第１期分の法定納期限が同年８月３１日であるから，別紙租税債権目録記載の国税債権の法

定納期限の１年前の日以後にされたものであり，また，国税債権の徴収不足が本件遺産分割協議に基因してお

り，原告が別表１「遺産分割による相続財産の取得の内訳」記載のとおり，本件遺産分割協議によりＡの相続分

を減少させて自己の法定相続分である４分の１をはるかに超える相続財産を取得しているとして，徴収法３９条

の規定に基づき，別表２「受けた利益の限度額計算表」記載のとおり，原告が法定相続分を超えて取得した相

続財産の価額７７４２万８４７０円から，国税徴収法基本通達（以下，単に「基本通達」という。）３９条関係１１及び

１５に従って，原告がその財産の対価として支払った以下の〔１〕ないし〔３〕記載の各費用の合計額９９４万３９４７

円を控除した残額６７４８万４５２３円が原告の受けた利益の限度額であると認定し，同１８年６月１９日，原告に対

して第二次納税義務の告知処分（以下「本件告知処分」という。）をした。（甲１，弁論の全趣旨） 
〔１〕債務及び葬儀費用 ２６３万７４５０円 
〔２〕相続税 ７２５万４１３３円 
〔３〕登録免許税 ５万２３６４円 
（３）本件訴訟に至る経緯について 
ア 原告は，平成１８年８月９日，国税不服審判所に対し，審査請求を申し立てた。 
イ 国税不服審判所は，平成１９年４月１３日，上記アの審査請求を棄却する旨の裁決をした。 
ウ 原告は，平成１９年５月９日，被告に対し，本件訴えを提起した。 
（当裁判所に顕著な事実） 
２ 争点 
（１）争点１ 
 遺産分割協議が徴収法３９条にいう「その他第三者に利益を与える処分」に該当し得るか。 
（２）争点２ 
 遺産分割協議に徴収法３９条が適用される場合に「詐害の意思」が要件となるか。 
（３）争点３ 
 本件遺産分割協議が徴収法３９条にいう「その他第三者に利益を与える処分」に該当するか。 
３ 争点に関する当事者の主張の要旨 
（１）争点１（遺産分割協議の徴収法３９条の「その他第三者に利益を与える処分」該当性） 
（原告の主張） 
ア そもそも遺産分割協議は，徴収法３９条が具体的に列挙して規定する「無償又は著しく低い額の対価による

譲渡（担保の目的でする譲渡を除く。），債務の免除」に該当せず，また，基本通達３９条関係３には，「法第３９

条の「譲渡」とは，贈与，特定遺贈，売買，交換，債権譲渡，出資，代物弁済等による財産権の移転をいい，相

続等の一般承継によるものを含まない。」と規定されているので，「譲渡」に「相続」は含まれない。 
イ しかも，遺産分割協議は，以下の理由により徴収法３９条の「その他第三者に利益を与える処分」にも当たら

ないと解すべきである。 
（ア）徴収法３９条は，民法４２４条の詐害行為取消権の行使と同様の効果を，徴税上の便宜のために，裁判所

での訴えによることなく，行政庁である税務官署による一方的な告知処分によりできることにした規定であると説

明されている。 
 そこで，そのような類似の法律関係である民法４２４条の詐害行為取消権と遺産分割協議との関係をみるに，

〔１〕詐害行為取消権は，債務者が「積極的に」固有の財産を他に譲渡し，又は流出させようとする場合にそれを

抑止することができる権限として債権者に与えられた権利であるが，他方，債務者が「消極的に」他から資産を

取得しない場合に債権者がそれを取得することを強制することはできないという制約があること，また，〔２〕詐害

行為取消権の対象となる行為が相続放棄や遺産分割といった身分行為である場合には，身分法上の制約とし

て，他人の意思により強制すべきものではないという制約が重ねて掛けられることからすると，被相続人から財産

を承継する相続という身分行為に民法４２４条を適用することはできないというべきである。 
 したがって，身分行為である遺産分割協議は，民法４２４条の詐害行為取消権の対象にはならないと考えるべ

きである。 
 そうすると，この理は，私人間の債権者と債務者の関係のみならず，国家と納税者の関係でも同様であり，租

税を滞納する者に対して国家が強制労働を命じて納税資金を獲得しようとすることは許されないのであるから，

徴税を目的とする徴収法３９条が民法４２４条の適用される範囲を超えて，相続などの身分行為にまで適用され

る余地はないというべきである。 
 両者は類似の関係であるとしても詐害行為取消権の行使と徴収法３９条に基づく徴税権発動の要件は全く同
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一とまではいえず，むしろ詐害行為取消権の行使は訴えの形式によらなければならないが，徴収法３９条では，

中立的な裁判所の司法審査を経ることなく，債権者という一方当事者である行政庁の判断で同様な効果を生じ

させる点で，その要件はむしろ厳格に解されるべきであって，私人間の詐害行為取消権行使が許されない相続

という身分上の行為にまで，上記徴税権発動が許されるという理屈はどこにも存在しない。 
 したがって，遺産分割協議が徴収法３９の適用の対象となることはない。 
（イ）現に，基本通達３９条関係３には，「法第３９条の「譲渡」とは，贈与，特定遺贈，売買，交換，債権譲渡，出

資，代物弁済等による財産権の移転をいい，相続等の一般承継によるものを含まない。」と規定されており，「譲

渡」に「相続」は含まれない。そして，「譲渡」は，「その他第三者に利益を与える処分」の例示であるから，「その

他第三者に利益を与える処分」にも「相続」が含まれるはずはなく，この「相続」には，法定相続分どおりの遺産

取得のみならず，法定相続分と異なる割合による遺産の取得も当然に含まれるから，国税庁自らが，上記の基

本通達により，遺産分割協議が徴収法３９条の適用の対象とならないことを示しているというべきである。 
（ウ）また，基本通達３９条関係５には，「法第３９条の「その他第三者に利益を与える処分」とは，譲渡，債務の免

除以外の処分のうち，滞納者の積極財産の減少の結果（滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は

不行使の結果によるものを除く。），第三者に利益を与えることとなる処分をい」うと規定されている。すなわち，

滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果によるものは，「その他第三者に利益を与

えることとなる処分」に当たらないということであり，滞納者が相続を放棄して，その結果「第三者」たる他の相続

人の相続分が増えても，徴収法３９条の要件には該当しないということである。つまり，基本通達３９条関係５は，

徴収法３９条にいう「その他第三者に利益を与える処分」について，滞納者が被相続人である場合をいうのでは

なく，滞納者が相続人である場合の相続権の行使の有無を問題にしているのである。 
 徴収法３９条の「譲渡」は，同条の「その他第三者に利益を与える処分」の例示であるから，基本通達３９条関

係３にいう「譲渡」と「相続」の関係についても，滞納者自身の相続権の行使の有無の問題と理解しなければ，徴

収法３９条を統一的に解釈することはできない。基本通達３９条関係３の「相続」も，滞納者が相続人である場合

の相続をいうのであり，滞納者の相続行為は，すべからく「譲渡」とはみないという解釈を示しているというべきで

ある。 
ウ したがって，いかなる意味においても，身分行為である遺産分割協議が徴収法３９条の適用の対象となるこ

とはあり得ないと解すべきである。 
（被告の主張） 
ア 徴収法３９条の規定の趣旨は，納税者が国税の差押えを免れるためその財産を譲渡した場合において，そ

の譲渡が虚偽表示に基づくときは，その行為が民法９４条により無効であるから，その財産は依然納税者に帰属

するものとして，また，その譲渡が民法４２３条（債権者代位権）及び４２４条（詐害行為取消権）の規定を国税の

徴収に関して準用すると規定する国税通則法（以下「通則法」という。）４２条の詐害行為に該当するときは，その

行為を訴訟によって取り消し，財産を納税者に復帰させた上で，それぞれ滞納処分を執行するが，租税に対す

る詐害行為のすべてを訴訟を待って処理することでは，租税の簡易迅速な確保を期し得ないため，納税者が無

償又は著しい低額で財産を処分し，そのため納税が満足にできないような資産状況に立ち至らせた場合，すな

わち詐害行為となるような場合には，その処分による受益者に対して第二次納税義務を負わせ，実質的には詐

害行為の取消しをしたのと同様の効果を得ようとするものである。 
イ 徴収法３９条の規定の対象となる「譲渡」や「その他第三者に利益を与える処分」の解釈については，基本通

達において，「譲渡」とは，贈与，特定遺贈，売買，交換，債権譲渡，出資，代物弁済等による財産権の移転を

いい，相続等の一般承継によるものを含まないとされ（基本通達３９条関係３），また，「その他第三者に利益を与

える処分」とは，譲渡，債務の免除以外の処分のうち，滞納者の積極財産の減少の結果（滞納者の身分上の一

身専属権である権利の行使又は不行使の結果によるものを除く。），第三者に利益を与えることとなる処分をいう

とされている（基本通達３９条関係５）。さらに，後者の「その他第三者に利益を与える処分」の解釈については，

「国税徴収法基本通達逐条解説」（平成７年改訂版）において，譲渡及び債務の免除以外の処分（贈与，売買，

債務の免除等の特定の法律行為類型に属さない経済的価値の移転をいう。）で，広く第三者に利益を与えるこ

ととなる処分をいうとされている。このように解することは，上記アのとおりの徴収法３９条の規定の趣旨からしても

妥当というべきである。 
ウ 遺産分割協議の法的性質について考察するに，遺産分割協議は，明示又は黙示による相続の承認によっ

て，遺産共有の状態となった後に，相続資格者の間で財産の帰属を確定する行為であり，持分の譲渡という実

質を有するといえ，いわば相続人の一般財産に組み入れられた財産を譲渡するという実質を持つものであると

解すべきである。そうである以上，遺産分割協議も，滞納者の積極財産を減少させて第三者に利益を与える処

分に該当し得る。 
エ また，最高裁平成１０年（オ）第１０７７号同１１年６月１１日第二小法廷判決（民集５３巻５号８９８頁。以下「最

高裁平成１１年判決」という。）は，遺産分割協議と詐害行為取消権との関係につき，共同相続人の間で成立し
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た遺産分割協議が詐害行為取消権行使の対象となり得ると判示したものであるところ，前記アのとおり，徴収法

３９条の規定の趣旨は，租税の簡易迅速な確保を期するため，納税者が無償又は著しい低額等で財産を処分

し，そのため納税が満足にできないような資産状況に立ち至らせた場合，すなわち詐害行為となるような場合に

は，その処分による受益者に対して第二次納税義務を負わせることによって，実質的には詐害行為の取消しを

したのと同様の効果を得ようとするものであって，その趣旨は，詐害行為取消権と共通するところがあるから，最

高裁平成１１年判決が遺産分割協議について詐害行為取消権の対象となると判示した趣旨は，徴収法３９条の

適用関係についても同様に当てはまるものということができる。 
オ したがって，以上のとおりの徴収法３９条の規定の趣旨，遺産分割協議の法的性質及び最高裁平成１１年判

決の判示等からすると，遺産分割協議が同条の「その他第三者に利益を与える処分」に該当し得ることは明らか

というべきである。 
（２）争点２（「詐害の意思」の要否） 
（原告の主張） 
ア 民法４２４条の詐害行為取消権には，「詐害の意思」が必要であることが明文で規定されている。徴収法３９

条には，「詐害の意思」の要否について明文の規定がないが，同条による告知処分は民法４２４条の詐害行為

取消権を裁判所の判断を経ることなく行政庁の判断のみで簡易迅速に一方的な処分としてすることができるの

である。したがって，その実質的要件を民法４２４条の詐害行為取消権と別異に解すべき理由も必要もなく，徴

収法３９条においても「詐害の意思」を要すると解すべきである。 
 そして，「詐害の意思」があるということについては，民法４２４条においては債権者に立証責任があるのである

から，徴収法３９条においても，徴税者に立証責任があると解すべきである。 
イ 本件において，徴税者である関東信越国税局長は，「詐害の意思」があることの主張立証をしない。 
 したがって，この点からしても，本件告知処分は違法であり，取り消されるべきである。 
（被告の主張） 
 徴収法３９条の文言上，「詐害の意思」は要件とされていないところ，同条の規定する第二次納税義務の制度

は，滞納者が行った無償又は著しく低額による譲渡，債務の免除その他第三者に利益を与える処分を取り消す

ものではなく，その処分により受けた利益の限度において受益者に第二次納税義務を負わせるにとどまり，他方，

民法４２４条の詐害行為取消権は，総債権者のために，債務者が行った法律行為を取消して，債権者の満足を

図ろうというものであって，その対象及び効果等が異なり，それに応じてそれぞれ異なる適用要件が条文上定め

られているのである。 
 したがって，第二次納税義務の制度と詐害行為取消権の制度とで趣旨を共通にする部分があるからといって，

必ずしも同一の要件を必要とすると解するのは相当ではなく，両者がそれぞれ必要とする要件を異にするもの

であることは明らかであるから，徴収法３９条の文言上必要とされていない「詐害の意思」を黙示的な要件として

必要と解すべき理由はなく，むしろ，条文上明らかなとおり，「詐害の意思」は要件ではないと解すべきである。 
（３）争点３（本件遺産分割協議の徴収法３９条の「その他第三者に利益を与える処分」該当性） 
（原告の主張） 
ア 仮に，遺産分割協議に徴収法３９条の適用があるとしても，以下の理由により，同条が適用される遺産分割

協議とは，〔１〕積極的に債務者の財産を減少させる行為であり，かつ，〔２〕遺産に属する物又は権利の種類及

び性質，各相続人の年齢，職業，心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮しても，なお相続人の

意思を否認して取り戻すべき必要がある事案のものに限られるというべきである。 
（ア）遺産分割協議と詐害行為取消権との関係につき，共同相続人の間で成立した遺産分割協議が詐害行為

取消権の行使の対象となり得ると判示した最高裁平成１１年判決は，ある特定の遺産分割協議が詐害行為取消

権の対象となるとしたものであり，すべての遺産分割協議が当然に詐害行為取消権の対象となるとするものでは

ない。最高裁平成１１年判決の事案を具体的にみると，遺産の分割の基準を定める民法９０６条の法意に反し，

いわば遺産分割協議を濫用して債権者からの追及を免れたと評価されてもしかたのない事案であり，詐害行為

取消権の要件である「詐害の意思」の存在が明白な事案であった。また，最高裁平成１１年判決においても，

「取消権行使の対象となる行為は，積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し，消極的にその

増加を妨げるにすぎないものを包含しない」と判示した最高裁昭和４７年（オ）第１１９４号同４９年９月２０日第二

小法廷判決（民集２８巻６号１２０２頁。以下「最高裁昭和４９年判決」という。）は否定されていない。 
 そうすると，上記の最高裁平成１１年判決と最高裁昭和４９年判決を統一的に解釈すれば，遺産分割協議は，

積極的に債務者の財産を減少させる行為と評価し得るものであって初めて詐害行為取消権の対象となると解す

るほかない。 
（イ）また，遺産分割協議は，民法９０６条で「遺産に属する物又は権利の種類及び性質，各相続人の年齢，職

業，心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と規定されている。遺産分割は，そ

の家族間又は相続人間での様々な要素を考慮し，各相続人間の主観的な事情を踏まえて，その内容を協議す
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べきものである。それを債権者の意思だけで，法定相続分まで機械的に取り戻すことを許すというのは，民法９０

６条の遺産分割に関する諸事情を考慮してすべきであるという要請を無視するものであって，条文に違背した越

権の行為である。 
（ウ）債権者にとって，債務者たる相続人が相続を放棄すれば，相続財産について何ら引当てにすることはでき

ない。それにもかかわらず，放棄しないで単純承認して遺産分割協議をしたとたん，それが法定相続分より少な

い取得である場合には，債権者は，詐害行為取消権なり徴収法３９条により，他の相続人が法定相続分より多く

取得した財産にまで手を伸ばし，もって，債務者たる相続人の法定相続分まで相続財産を引当てにすることが

できるというのは，結局，国家が相続人をして法定相続分どおりの遺産分割を強制するのと同一の結果を招き，

民法９０６条を無視する結果となる。 
イ 本件において，Ａは，８１歳と高齢であり，本件被相続人である妻に先立たれ，別紙滞納税金目録記載の債

務は租税債権であるので自己破産をしても免責を受けることができず，自己の財産を所持してもすべて租税債

権の弁済のために取り上げられてしまう運命である。他方，Ａとしては，これからの短い余生を考えれば，原告ら

子供たちに，経済的にも肉体的にも精神的にも扶養されて生活を維持していくしかない。そうであれば、Ａが本

件被相続人の相続財産を原告ら子供たち，特に近くに居住する原告に相続してもらい，原告の生活を安定させ

るとともに，その反面，経済的に安定した原告の余力でできるだけ扶養を受けたいと切望することは，人の情とし

て当然のことである。他方，本件遺産分割協議において，原告が取得した相続財産は，原告が代表取締役を務

める中古自動車販売会社が使用している不動産やほとんど無価値の山林などであり，高齢のＡが取得する必然

性はなく，むしろ原告の営む上記会社の経営と密接な関係のある財産であって，Ａが取得するより原告が取得

する方が自然で合理的であるという事情がある。 
ウ 以上のとおりであり，仮に，遺産分割協議に徴収法３９条が適用される場合があるとしても，本件告知処分は，

格別の理由を示すことなく，原告に対し，本件遺産分割協議による法定相続分を超える部分の額に相当する額

から諸費用を控除した額について第二次納税義務があるとしたものであって，明らかに違法である。  
（被告の主張） 
ア 確かに，遺産分割協議については，民法９０６条の規定が存在することから，ある相続人がその法定相続分

を超える財産を取得し，他方で，滞納者である相続人がその法定相続分を下回る財産しか取得しなかった場合

であっても，直ちに徴収法３９条の「その他第三者に利益を与える処分」に該当するとまではいえないと解する余

地もある。 
イ しかし，本件において，Ａは，法定相続分が２分の１（５割）であったにもかかわらず，本件遺産分割協議の結

果，１割以下にすぎない合計１９９４万１５２０円相当の財産しか取得せず，他方，原告は，法定相続分が４分の１

（２割５分）であったにもかかわらず，本件遺産分割協議の結果，６割を超える合計１億２７９０万１９１８円相当の

財産を取得したのであるから，民法９０６条にいう「遺産に属する物又は権利の種類及び性質，各相続人の年

齢，，職業，心身の状態及び生活の状況その他一切の事情」を考慮したとしても，法定相続分から著しく乖離し

た本件遺産分割協議は，明らかに徴収法３９条の「その他第三者に利益を与える処分」に該当するというべきで

ある。 
 よって，本件告知処分は，徴収法３９条の規定に従い，適法にされたものである。 
ウ なお，被告主張に係る相続財産の価額は，合計２億０１８９万３７９４円であるところ，本件相続人らが提出し

た本件被相続人の相続に係る相続税の申告書（以下「本件申告書」という。）に基づく相続財産の価額は，合計

２億０２７０万５３５１円であり，若干の食い違いが生じている。 
 しかし，この食い違いは，別表３「相続財産の取得の内訳一覧表」のとおり，定期預金及び普通預金の一部に

あるのみである。そして，本件の裁決書（乙８）に記載された「現金・預貯金等」の金額は，本件申告書に基づく，

相続開始日である平成１７年５月２０日の「現金・預貯金等」の金額であるが，徴収法３９条の適用においては，

原告に第二次納税義務を課すに当たり，原告が本件遺産分割の結果受けた利益の限度額を算定すべきである

から，「現金・預貯金等」の金額は，本件遺産分割協議により取得した金額，すなわち，平成１７年６月９日付け

本件遺産分割協議書（乙１）において明記されている金額をその算定の基礎とすべきである。そこで，関東信越

国税局長は，そのように解した上で本件告知処分を行ったものであり，その余の財産の価額については，本件

被相続人の相続開始から本件遺産分割協議に至るまでの期間がわずか３週間程度であり，相続開始時と比較

してその価額には大きな変動がないものと考え，本件申告書記載の相続税評価額をそのまま算定の基礎とした

ものである。なお，被告主張に係る相続財産の価額は，本件申告書記載の相続財産の価額の範囲内である。 
 よって，被告主張に係る上記イの相続財産の価額は，いずれも正当である。 
第３ 争点に対する判断 
１ 争点１（遺産分割協議の徴収法３９条の「その他第三者に利益を与える処分」該当性） 
ア 徴収法３９条は，「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められ

る場合において，その不足すると認められることが，当該国税の法定納期限の一年前の日以後に，滞納者がそ
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の財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡（担保の目的でする譲渡を除く。），

債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは，これらの処分により受けた利益

が現に存する限度（これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは，これら

の処分により受けた利益の限度）において，その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。」と規定している。 
 そこで，遺産分割協議が徴収法３９条にいう「その他第三者に利益を与える処分」に該当するか否かが問題と

なる。 
イ 検討するに，徴収法３９条の「その他第三者に利益を与える処分」とは，基本通達３９条関係５によると，「譲

渡，債務の免除以外の処分のうち，滞納者の積極財産の減少の結果（滞納者の身分上の一身専属権である権

利の行使又は不行使の結果によるものを除く。），第三者に利益を与えることとなる処分をいい，例えば，地上権，

抵当権，賃借権等の設定処分がある。」とされており，また，「国税徴収法基本通達逐条解説」（平成７年改訂版）

（乙５）によると，「譲渡及び債務の免除以外の処分（贈与，売買，債務の免除等の特定の法律行為類型に属さ

ない経済的価値の移転をいう。）で，広く第三者に利益を与えることとなる処分をいう。」とされている。他方，遺

産分割協議は，相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について，その全部又は一部を，各

相続人の単独所有とし，又は新たな共有関係に移行させることによって，相続財産の帰属を確定させるものであ

り，いわば，相続人の一般財産に組み入れられた財産を譲渡するという実質を持つものということができるから，

その性質上，財産権を目的とする法律行為であると解すべきである（最高裁平成１１年判決参照）。そうすると，

共同相続人の間で成立した遺産分割協議について，共同相続人のうちに滞納者が含まれている場合には，当

該遺産分割協議は，徴収法３９条の「その他第三者に利益を与える処分」に該当し，同条の規定の適用対象と

なり得るものと解すべきである。 
 なお，最高裁平成１１年判決は，直接的には，詐害行為取消権と遺産分割協議との関係について，共同相続

人の間で成立した遺産分割協議は，詐害行為取消権の行使の対象となり得ると判示したものであるが，徴収法

３９条の趣旨は，租税の簡易迅速な確保を期するため，納税者が無償又は著しい低額等で財産を処分し，その

ため納税が満足にできないような資産状況に立ち至らせた場合，すなわち詐害行為となるような場合には，その

処分による受益者に対して第二次納税義務を負わせることによって，実質的には詐害行為の取消しをしたのと

同様の効果を得ようとするものであると解することができるのであって，同条の趣旨と詐害行為取消権の趣旨と

は共通するところがあるということができるのであるから，最高裁平成１１年判決の趣旨は，徴収法３９条の規定の

適用関係についてもあてはまるものというべきである。 
ウ（ア）この点に関し，原告は，基本通達３９条関係３に「法第３９条の「譲渡」とは，贈与…（略）…等による財産権

の移転をいい，相続等の一般承継によるものを含まない。」と定めていることから，徴収法３９条の「譲渡」には

「相続」が含まれず，したがって，同条の「その他第三者に利益を与える処分」に遺産分割協議等の「相続」が含

まれるはずがない旨主張する。 
 しかしながら，基本通達３９条関係３は，徴収法３９条の要件の「滞納者がその財産につき行った政令で定める

無償又は著しく低い額の対価による譲渡（担保の目的でする譲渡を除く。），債務の免除その他第三者に利益

を与える処分」のうちの「譲渡」の解釈について示したものであるところ，その主体は，「滞納者」であること，また，

基本通達３９条関係３は，「法第３９条の「譲渡」とは，贈与，特定遺贈，売買，交換，債権譲渡，出資，代物弁済

等による財産の移転をいい，相続等の一般承継によるものを含まない。」と定め，注において，「包括遺贈（民法

９６４条参照）があった場合には，通則法第５条《相続による国税の納付義務の承継》の規定の適用がある。」な

どと定めていることからすると，基本通達３９条関係３にいう「相続」とは，滞納者が被相続人である場合において，

滞納者の財産が「相続」によって減少する場合を意味しているというべきであり，また，基本通達３９条関係３が徴

収法３９条の「譲渡」に相続等の一般承継によるものを含まないとした趣旨は，滞納者が被相続人の場合の相続

等の一般承継のときには，通則法５条《相続による国税の納付義務の承継》の規定が適用される結果，滞納者

に相続が開始し，相続人に滞納者の財産が移転した場合には，上記法条に基づいて当該相続人が滞納国税

等を納める義務を当然に承継するため，徴収法３９条の第二次納税義務を課す必要がないからであると解され

る。 
 したがって，基本通達３９条関係３の規定を根拠として，徴収法３９条の「譲渡」に相続等の一般承継によるもの

は含まれないから，「その他第三者に利益を与える処分」にも遺産分割協議等の相続に関係する行為は含まれ

ないという原告の上記主張は，その前提となる基本通達３９条関係３の解釈を誤ったものであり，失当というべき

である。 
（イ）また，原告は，基本通達３９条関係５に「法第３９条の「その他第三者に利益を与える処分」とは，譲渡，債務

の免除以外の処分のうち，滞納者の積極財産の減少の結果（滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使

又は不行使の結果によるものを除く。），第三者に利益を与えることとなる処分をい」うと規定されており，滞納者

の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果によるものは，「その他第三者に利益を与えること

となる処分」に当たらないとされていることからすると，滞納者の相続権の行使である遺産分割協議が徴収法３９
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条の要件に該当することはあり得ない旨主張する。 
 確かに，基本通達３９条関係５は，原告の上記主張のとおりの規定であり，また，「国税徴収法基本通達逐条

解説」（平成７年改訂版）（乙５）においても，相続放棄等滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は

不行使の結果により他の相続人が利益を得た場合はこれに該当しないとされている。しかしながら，遺産分割協

議の法的性質については，既に判示したとおりであり，相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財

産について，その全部又は一部を各相続人の単独所有とし，又は新たな共有関係に移行させることによって，

相続財産の帰属を確定させるものであり，その性質上，財産権を目的とする法律行為であると解すべきであるか

ら，その意味では，[控訴審付加：熟慮期間内の申述により滞納者が初めから相続人とならず，一切の相続財産

を承継しない相続放棄とは法的性質が異なるというべきであり，]滞納者が相続人である場合の相続権の行使と

しての遺産分割協議はもはや「滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果によるもの」

であったとしても除外されないと解される。通達は，法令を解釈する上での基準とはなり得ても，裁判所がこれに

拘束されるというものではないから[控訴審訂正：以上によれば]，基本通達３９条関係５の規定を根拠に，前記判

断が覆ることはないといわなければならない。 
 [控訴審付加：（ウ）また，原告（控訴人）は，遺産分割協議は身分行為であるから，そもそも徴収法３９条が適用

される余地はないと主張する。しかし，遺産分割協議が身分行為としての面を持っていることは否定できないとし

ても，最高裁平成１１年判決が説示するように，財産権を目的とする法律行為としての性質を持つことも明らかで

あるから、その点に着目すれば，遺産分割協議が徴収法３９条の適用対象になると解したとしても，決して不合

理ではない。また，遺産分割協議に徴収法３９条が適用されるとしても，その効果は，共同相続人のうちに滞納

者が含まれ，かつ，その滞納者が第三者に利益を与える処分をしたと評価される場合において，受益者に第二

次納税義務を負わせるにとどまるのであり，すべての相続に際して法定相続分どおりの遺産の取得を強制する

ものではないし，もとより，民法９０６条の規定に従った遺産分割協議を否定するものでもないから，原告の指摘

は全く当たらないというほかない。] 
 したがって，基本通達３９条関係５の規定を根拠とする原告の上記主張も失当である。 
２ 争点２（「詐害の意思」の要否） 
ア 原告は，徴収法３９条には「詐害の意思」の要否について明文の規定がないが，趣旨を同じくする民法４２４

条の詐害行為取消権と実質的要件を別異に解釈する理由も必要もないから，徴収法３９条においても「詐害の

意思」を要すると解すべきであると主張する。 
イ そこで検討するに，確かに，徴収法３９条の第二次納税義務の制度は，民法４２４条の詐害行為取消権の制

度とその趣旨を共通にする部分はある。しかし，そもそも徴収法３９条においては，文言上「詐害の意思」が要件

とされていない。また，民法４２４条の詐害行為取消権は，総債権者のために，債務者が行った法律行為を取消

して，債権者の満足を図ろうというものであるのに対し，徴収法３９条の第二次納税義務の制度は，滞納国税の

法定納期限の１年前の日以後に滞納者が行った無償又は著しく低額による譲渡，債務の免除その他第三者に

利益を与える処分を対象とするなど時期及び対象を[控訴審付加：詐害行為取消権の行使の場合と比較して狭

く]限定し，また，その効果は，当該処分を取り消すというものではなく，受益者が特殊関係者の場合には当該処

分により受けた利益の限度において，そうでない場合には当該処分により受けた利益が現に存する限度におい

て，受益者に第二次納税義務を負わせるにとどまるものであり，しかも，その場合の第二次納税義務は徴収法３

２条１項に規定する告知手続によって確定するものであり，訴訟手続を要しないとされていることなど，民法４２４

条とは明らかに異なる法律的構成となっており，また，通則法４２条が民法４２４条を国税の徴収に関して準用す

る旨規定しているにもかかわらず，それとは別に徴収法３９条が設けられているのである。このように民法４２４条

の詐害行為取消権と徴収法３９条の第二次納税義務の制度とは，その対象及び効果等が異なり，それに応じて

それぞれ異なる適用要件等が条文上定められていると解すべきであることからすると，徴収法３９条の文言上必

要とされていない「詐害の意思」を黙示的な要件と解すべき理由は見いだせず，むしろ，要件ではないと解すべ

きである。 
ウ 以上のとおりであり，徴収法３９条において，「詐害の意思」は要件ではないと解すべきであるから，原告の上

記アの主張は，失当である。 
３ 争点３（本件遺産分割協議の徴収法３９条の「その他第三者に利益を与える処分」該当性） 
ア 既に判示したとおり，遺産分割協議には，徴収法３９条の規定の適用があり，かつ，「詐害の意思」があること

は要件ではないと解されるので，本件遺産分割協議について同条所定の要件を充足しているか否かを判断す

れば足りると解すべきところ，本件遺産分割協議の内容は，前記前提事実（１）イのとおり，Ａが５割という法定相

続分を下回る１割以下にすぎない合計１９９４万１５２０円相当の財産しか取得せず，他方，原告は，２割５分とい

う法定相続分であるにもかかわらず，６割を超える合計１億２７９０万１９１８円相当の財産を取得したというもので

あり，[控訴審付加：この一事をもってしても，本件遺産分割協議が徴収法３９条の適用を受けることは明らかであ

るというべきであるが，]また，このような内容になったのは，たとえＡが自己破産をしたとしても，租税債権である
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別紙滞納税金目録記載の債務の免責を受けることはできず，財産を所持してもすべて租税債権弁済のために

取り上げられる結果になることから，Ａは，滞納している租税債権の徴収を免れて，自分の面倒を看てくれるＡの

子ら，特に近くに居住する長男である原告に多くを相続させるため，自分は法定相続分をはるかに下回る財産

を相続するにとどめ，大半を原告に相続させることにしたという事情があったことは，原告が自認しているとおりで

ある。そうすると，このような本件遺産分割協議の内容及び背景事情を考慮すれば，滞納者であるＡの積極財産

の減少の結果，原告に自己の相続分を超える利益を与えたことになるというべきであり，本件遺産分割協議が

徴収法３９条にいう「その他第三者に利益を与える処分」に該当することは明らかというべきである。 
イ この点に関し，原告は，最高裁平成１１年判決と最高裁昭和４９年判決が整合性を持つためには，徴収法３９

条が適用される遺産分割協議とは，〔１〕積極的に債務者の財産を減少させる行為であり，かつ，〔２〕遺産に属

する物又は権利の種類及び性質，各相続人の年齢，職業，心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を

考慮しても，なお相続人の意思を否認して取り戻すべき必要がある事案のものに限られるというべきであり[控訴

審訂正：事案のものに限られるとし]，本件遺産分割協議の背景事情をるる主張するとともに，被告が本件遺産

分割協議に同条が適用されるべき上記のような事情の主張立証をしていないとして，本件遺産分割協議に同条

の適用はない旨主張する。 
 しかしながら，遺産分割協議の法的性質は既に判示したとおりであり，遺産分割協議には徴収法３９条の適用

があり，かつ，「詐害の意思」があることは要件ではないのであって，同条所定の要件を充足しているか否かを判

断すれば足りると解すべきであること，また，徴収法３９条の第二次納税義務の制度は，詐害行為取消権とは異

なり，相続人の意思を否認して財産を滞納者に取り戻すという効果まで有するものではなく，単にその処分によ

り受けた利益の限度において受益者に第二次納税義務を負わせるにとどまるものであることからすると，原告の

上記主張は失当というべきである。また，そもそも遺産分割協議と詐害行為取消権との関係に関する最高裁平

成１１年判決と，相続放棄と詐害行為取消権との関係に関する最高裁昭和４９年判決は，遺産分割協議と相続

放棄のそれぞれの法的性質の違いにより結論に差が生じたものであり，相互に事案を異にし，同一に解すること

はできないというべきである。すなわち，相続の放棄は，相続資格を遡及的に喪失させるものであり，相続財産

を相続人の一般財産へ組み入れることを否定するものであって，これによって相続財産から相続人の財産へ財

貨が移転することもない。これに対し、遺産分割協議は，明示又は黙示による相続の承認によって遺産共有の

状態となった後に，相続資格者の間で財産の帰属を確定する行為であり，相続人の一般財産に組み入れられ

た財産の譲渡という実質を有するものであるから，両者の性質は異なるものである。したがって，最高裁昭和４９

年判決が存在することをもって，徴収法３９条が適用されるべき遺産分割協議が原告の上記主張のように限定さ

れたものになると解することはできないというべきである。 
４ 本件告知処分の適法性 
 以上のとおりであり，本件遺産分割協議は，徴収法３９条にいう「その他第三者に利益を与える処分」に該当し，

Ａの滞納国税の徴収不足が本件遺産分割協議を行ったことに基因していると認められ，その他の同条所定の

各要件を満たすものであることは，前記前提事実（２）のとおりであるから，本件遺産分割協議には同条の規定が

適用されるというべきである。そして，原告は，滞納者であるＡの長男という身分関係にあるので，本件遺産分割

協議の結果受けた利益の限度において第二次納税義務を負うべきであるところ，関東信越国税局長は，同条

の規定に基づき，別表２「受けた利益の限度額計算表」記載のとおり，原告が法定相続分を超えて取得した相

続財産の価額７７４２万８４７０円から，基本通達３９条関係１１及び１５に従って，原告がその財産の対価として支

払った債務及び葬儀費用２６３万７４５０円，相続税７２５万４１３３円及び登録免許税５万２３６４円の合計額９９４

万３９４７円を控除した残額６７４８万４５２３円が原告の受けた利益の限度額であると認定した上，その利益を限

度として本件告知処分をしたことは前記前提事実（２）イのとおりである。そして，この計算関係については，原告

において争うことを明らかにしていないので，自白したものとみなす。  
 そうすると，本件告知処分は，徴収法３９条の規定に従い適法にされたものというべきである。 
第４ 結論 
 よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，訴訟費用の負担につき，行政事件訴訟法７条，民訴

法６１条を適用して，主文のとおり判決する。 
東京地方裁判所民事第３８部 
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       主   文 
 
１ 本件控訴を棄却する。 
２ 控訴費用は，控訴人の負担とする。 
 
       事実及び理由 
 
第１ 控訴の趣旨 
１ 原判決を取り消す。 
２ 関東信越国税局長が控訴人に対し平成１８年６月１９日付けでした，６７４８万４５２３円を限度とする納税者Ａ

の原判決別紙滞納税金目録記載の滞納国税及び滞納処分費に係る第二次納税義務の告知処分を取り消す。 
第２ 事案の概要 
１ 控訴人の父であるＡは，原判決別紙滞納税金目録記載の滞納国税等の納付義務を負っていた。Ａの妻で，

控訴人の母であるＢが平成▲年▲月▲日に死亡し，同女の法定相続人は夫のＡ，子の控訴人及びＣの３名で

あったところ，同女の２億円余りの遺産について分割協議をした結果，Ａはその法定相続分（２分の１）を大きく

下回る１割以下に相当する相続財産を取得するにとどまり，他方，控訴人はその法定相続分（４分の１）を大きく

上回る６割以上に相当する相続財産を取得することとなった。処分行政庁である関東信越国税局長は，控訴人

が遺産分割協議により法定相続分を超える財産を取得したことは，国税徴収法（以下「徴収法」という）。３９条が

規定する「滞納者がその財産につき行った・・・第三者に利益を与える処分」に当たるとして，控訴人の受けた利

益６７４８万４５２３円を限度として，控訴人に対し，上記滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨の告知処分

をした。 
 本件は，控訴人が，遺産分割協議は徴収法３９条の規定する財産の譲渡，処分等に当たらないなどと主張し

て，関東信越国税局長がした上記告知処分の取消しを求めた事案である。 
２ 本件の前提事実，争点及び争点に関する当事者双方の主張は，次項のとおり当審における主張を付加する

ほか，原判決「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の１項ないし３項に記載されたとおりであるから，これを

引用する。 
３ 当審における主張 
（控訴人の主張） 
（１）遺産分割協議が徴収法３９条にいう「その他第三者に利益を与える処分」に該当するとの原判決の判断は，

同法の解釈を誤ったものである。 
 近代法において，私人間の法律行為は財産行為と身分行為に大別されるが，遺産分割協議は身分行為であ

り，身分行為は一身専属的なものであって，他人に強制されるものではないという特質があるから，徴税機関とし

ての国家においても強制力を行使することはできないのであって，そもそも身分行為である遺産分割協議に徴

収法３９条が適用される余地はない。遺産分割協議について，民法９０６条は，必ずしも法定相続分どおりの取

得をすることを要請していないのであり，遺産分割協議に徴収法３９条を適用できるとすると，一律に法定相続

分どおりの相続を強制する結果となるのであって，徴収法にそのような民法の規定を改変する権限は与えられ

ていない。 
 また，民法上の詐害行為取消権は，債務者が積極的に固有の財産を他に譲渡，流失しようとする場合に，そ

れを抑止できる権限として債権者に与えられた権利であり，債務者が消極的に他から資産を取得しないという場

合に，債権者がその取得を強制することはできない。そもそも相続財産は，相続人の債権者にとって偶然の幸

運によって取得される財産であり，相続人に対して受領を強制したり，あるいは放棄させたりするなどということは，

債権者の越権行為である。この理は，私人間のみならず，国家と納税者の関係でも同様であり，徴収法３９条が

民法４２４条の詐害行為取消権の要件を超えて，相続などの身分行為にまで適用されるという余地はない。 
（２）徴収法３９条は，私人間の詐害行為取消権を，徴税上の便宜のため，裁判所での訴えによることなしに，行

政庁である税務官署の一方的な通知処分により行うこととした規定であるから，詐害行為取消権の行使要件より

厳格に解釈されるべきである。したがって，詐害行為取消権の要件には詐害の意思が必要であるから，徴収法

３９条の実質的要件としても，これと別異に解釈すべき理由はない。 
（３）本件遺産分割協議に徴収法３９条が適用される余地はなく，この点に関する原判決の判断は誤りである。 
 最高裁平成１１年判決は，遺産分割協議を詐害行為取消権の対象としたが，その具体的事案は，かなり限定

された特殊な財産行為であったのであり，しかも，最高裁昭和４９年判決との整合性を検討すれば，遺産分割協

議であっても，積極的に債務者の財産を減少させるものであり，消極的にその増加を妨げるにすぎないもので

はないと評価されなければならない。本件において，この点の主張立証は何らされていない。 
 控訴人やＡは，民法９０６条が定めるとおり，各相続人の年齢，職業，心身の状態及び生活の状況その他一切
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の事情を考慮して，本件遺産分割協議をしたのであって，その適法な遺産分割が近代法の大原則に反してま

で，徴収法という行政法規で取り消されなければならないことはない。 
（被控訴人の主張） 
（１）およそ身分行為に該当するものについて徴収法３９条が適用されない旨の控訴人の主張は，独自の見解に

すぎないし，かつ，遺産分割協議も詐害行為取消権の対象になるとした最高裁平成１１年判決の趣旨からして，

失当なものである。また，遺産分割協議に徴収法３９条が適用されるとしても，その効果は，滞納者が行った協

議について第三者に利益を与える処分に該当する場合に限って，その受けた利益の限度において受益者に第

二次納税義務を負わせるものにとどまり，すべての相続に法定相続分どおりの遺産の取得を強制するわけでは

ないし，民法９０６条で要請されている個別的具体的事情の考慮が無視されることになるわけでもない。 
（２）最高裁平成１１年判決は，一般論として遺産分割協議が詐害行為取消権行使の対象となることを認めてお

り，同判決の射程が当該事案ないしそれに類似した例外的な場合に限定されると解する余地はないから，控訴

人の主張は明らかに失当である。 
第３ 当裁判所の判断 
 当裁判所も，本件遺産分割協議は徴収法３９条の規定する滞納者が第三者に利益を与える処分に該当し，処

分行政庁である関東信越国税局長が控訴人に対してした本件告知処分は適法であって，控訴人の本件請求

は理由がないから，棄却されるべきものであると判断する。その理由は，次のとおり付加，訂正するほか，原判決

「事実及び理由」欄の「第３ 争点に対する判断」に記載されたとおりであるから，これを引用する。 
１ 原判決２３頁１３行目から１４行目にかけての「その意味では，」の次に「熟慮期間内の申述により滞納者が初

めから相続人とならず，一切の相続財産を承継しない相続放棄とは法的性質が異なるというべきであり，」を加

え，同１７行目の「通達は」から１８行目の「ものではないから」までを「以上によれば」に改める。 
２ 原判決２３頁末行の次に行を改め，次のとおり加える。 
「（ウ）また，原告（控訴人）は，遺産分割協議は身分行為であるから，そもそも徴収法３９条が適用される余地は

ないと主張する。しかし，遺産分割協議が身分行為としての面を持っていることは否定できないとしても，最高裁

平成１１年判決が説示するように，財産権を目的とする法律行為としての性質を持つことも明らかであるから、そ

の点に着目すれば，遺産分割協議が徴収法３９条の適用対象になると解したとしても，決して不合理ではない。

また，遺産分割協議に徴収法３９条が適用されるとしても，その効果は，共同相続人のうちに滞納者が含まれ，

かつ，その滞納者が第三者に利益を与える処分をしたと評価される場合において，受益者に第二次納税義務

を負わせるにとどまるのであり，すべての相続に際して法定相続分どおりの遺産の取得を強制するものではない

し，もとより，民法９０６条の規定に従った遺産分割協議を否定するものでもないから，原告の指摘は全く当たら

ないというほかない。」 
３ 原判決２４頁１４行目の「時期及び対象を」の次に「詐害行為取消権の行使の場合と比較して狭く」を加える。 
４ 原判決２５頁下から２行目の「いうものであり，」の次に「この一事をもってしても，本件遺産分割協議が徴収法

３９条の適用を受けることは明らかであるというべきであるが，」を加える。  
５ 原判決２６頁１７行目から１８行目にかけての「事案のものに限られるというべきであり」を「事案のものに限られ

るとし」に改める。 
第４ 結論 
 よって，控訴人の本件請求を棄却した原判決は正当であって，本件控訴は理由がない。 
東京高等裁判所第２３民事部 
裁判長裁判官 鈴木健太 裁判官 内藤正之 裁判官 後藤健 
 
 
第二次納税義務告知処分取消請求事件 
最高裁判所第一小法廷平成２０年（行ヒ）第１７７号 
平成２１年１２月１０日判決 
 
       主   文 
 
本件上告を棄却する。 
上告費用は上告人の負担とする。 
 
       理   由 
 
 上告代理人上野操，同伊藤嘉健の上告受理申立て理由について 
１ 本件は，遺産分割協議によりその相続分を超える財産を取得した上告人が，同分割協議によりその相続分
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に満たない財産を取得した共同相続人の滞納に係る国税につき国税徴収法３９条に基づく第二次納税義務の

納付告知を受けたことから、その取消しを求めている事案である。 
２ 原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。  
（１）Ａは，昭和６２年分以降の所得税，その延滞税等合計１１億円余りの国税を滞納していた。 
（２）Ａの妻であるＢは，平成１７年５月２０日に死亡し，その相続人は，Ａ並びに子である上告人及びＣの３名であ

る。 
（３）Ａ，上告人及びＣは，平成１７年６月９日，亡Ｂの約２億円の遺産について分割の協議（以下「本件遺産分割

協議」という。）を成立させ，その結果，Ａがその相続分（２分の１）を下回る約２０００万円の財産を取得し，上告

人がその相続分（４分の１）を上回る約１億２８００万円の財産を取得した。 
（４）Ａは，本件遺産分割協議において，その滞納に係る国税の徴収を免れるとともに，Ａの近くに居住してその

面倒を見てくれる上告人に多くの財産を取得させることを意図していた。 
（５）関東信越国税局長は，Ａが上告人及びＣとの間でした本件遺産分割協議は国税徴収法３９条にいう第三者

に利益を与える処分に当たり，上告人はこれにより約６７００万円の利益を受けたとして，平成１８年６月１９日，上

告人に対し，Ａの滞納に係る国税の第二次納税義務の納付告知をした。 
３ 遺産分割協議は，相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について，その全部又は一部を，

各相続人の単独所有とし，又は新たな共有関係に移行させることによって，相続財産の帰属を確定させるもの

であるから，国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議が，滞納者である相続人にその相

続分に満たない財産を取得させ，他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは，国税

徴収法３９条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るものと解するのが相当である。なお，所論は，同条

所定の第二次納税義務が成立するためには滞納者にいわゆる詐害の意思のあることを要するともいうが，前記

事実関係によれば，Ａに詐害の意思のあったことは明らかである上，そもそも同条の規定によれば，滞納者に詐

害の意思のあることは同条所定の第二次納税義務の成立要件ではないというべきである。そして，前記事実関

係の下で，本件遺産分割協議が第三者に利益を与える処分に当たるものとし，上告人について第二次納税義

務の成立を認めた原審の判断は，正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 
 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 
（裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 涌井紀夫 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠

志） 
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